
多
文
化
交
錯
社
会
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
市
民
意
識
の
動
態

関

根

政

美

多文化交錯社会オーストラリアの市民意識の動態

は
じ
め
に

一
　
共
和
国
に
な
り
そ
こ
ね
た
二
〇
〇
一
年
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

ニ
　
共
和
制
支
持
派
の
分
裂
と
ハ
ワ
ー
ド
首
相
の
戦
術
的
勝
利

三
　
ハ
ワ
ー
ド
自
由
党
・
国
民
党
連
合
保
守
政
権
の
登
場

四
　
新
保
守
主
義
の
台
頭

五
　
多
文
化
社
会
適
応
的
市
民
意
識
の
動
揺

は
じ
め
に

　
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
、
世
界
各
地
の
国
民
国
家
を
多
文
化
・
多
民
族
社
会
化
し
て
い
る
。
要
因
の
一
つ
に
は
、
異
文
化
・

異
言
語
を
も
つ
人
々
が
、
移
民
・
難
民
・
外
国
人
労
働
者
と
し
て
世
界
大
で
活
発
に
移
動
し
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
は
、
民
族
自

決
・
人
権
意
識
の
世
界
的
普
及
に
よ
っ
て
、
世
界
各
地
の
国
民
国
家
の
周
辺
地
域
に
住
む
少
数
民
族
や
先
住
民
族
の
民
族
承
認
・
民

族
自
決
の
動
き
が
強
ま
り
、
か
つ
て
は
民
族
紛
争
が
な
か
っ
た
よ
う
な
地
域
や
国
民
国
家
に
お
い
て
も
、
文
化
・
民
族
の
多
様
性
が
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（
1
）

認
識
さ
れ
は
じ
め
た
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
結
果
、
エ
ス
ニ
ッ
ク
・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
拡
大
し
国
民
国
家
の
多
く
は
多
文
化
・
多
民
族

の
交
錯
す
る
社
会
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
動
き
は
現
在
で
は
押
し
と
ど
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
意
識
さ
れ
は
じ
め
て
い
る
と
は
い

え
、
世
界
各
地
や
国
民
国
家
の
主
流
国
民
は
、
そ
う
し
た
状
況
に
十
分
に
対
応
す
る
た
め
の
多
文
化
社
会
適
応
的
な
市
民
意
識
を
備

え
て
い
る
と
は
思
え
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
多
文
化
社
会
適
応
的
な
市
民
意
識
（
Ω
＜
一
。
9
霧
q
o
島
器
器
≦
色
霊
一
貫
玄
9
0
匡
三
§
巳
ε
轟
あ
0
9
①
澄
ω
）
と
は
ど

の
よ
う
な
も
の
を
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ま
ず
、
国
民
国
家
の
文
化
・
言
語
的
同
質
性
を
過
度
に
強
調
す
る
こ
と
な
く
、
異
文

化
・
異
言
語
者
の
存
在
を
受
け
入
れ
共
生
・
共
存
す
る
こ
と
に
積
極
的
な
意
欲
を
示
し
、
人
権
意
識
に
基
づ
き
異
文
化
・
異
言
語
に

対
す
る
寛
容
な
精
神
と
理
解
を
示
す
と
と
も
に
、
異
文
化
・
異
言
語
の
存
在
を
負
債
と
み
な
す
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
有
益
な
も
の
と

み
な
す
態
度
や
意
識
だ
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
異
な
る
文
化
と
の
交
流
に
よ
り
、
よ
り
新
鮮
で
革
新
的
な
ア
イ
デ
ア
や
文
化
が
生

ま
れ
や
す
い
と
い
っ
た
認
識
や
態
度
は
、
多
文
化
主
義
政
策
を
支
持
す
る
よ
う
な
態
度
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
多
文
化

交
錯
社
会
に
適
応
的
な
市
民
意
識
と
は
、
多
文
化
主
義
へ
の
積
極
的
な
支
持
に
示
さ
れ
る
と
考
え
て
よ
い
。

　
通
常
、
わ
れ
わ
れ
は
異
国
社
会
の
文
化
や
言
語
に
つ
い
て
は
、
伝
統
的
な
国
家
主
権
や
民
族
自
決
の
観
点
か
ら
寛
容
性
や
理
解
を

示
し
、
と
き
に
は
積
極
的
に
文
化
交
流
を
進
め
よ
う
と
す
る
が
、
こ
と
国
内
に
お
け
る
異
文
化
・
異
言
語
の
存
在
に
つ
い
て
は
と
か

く
疎
ん
じ
る
傾
向
が
強
い
。
と
く
に
同
質
的
国
民
文
化
が
社
会
的
安
定
の
基
礎
で
あ
り
、
伝
統
的
国
民
文
化
の
保
護
こ
そ
政
府
や
国

民
の
義
務
で
あ
る
と
考
え
て
、
異
文
化
・
異
言
語
者
の
存
在
を
社
会
的
不
安
の
原
因
と
み
な
し
て
排
斥
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
態
度

は
、
先
に
も
指
摘
し
た
よ
う
に
人
口
移
動
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
時
代
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
社
会
不
安
を
生
み
だ
す
も
の

に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
人
口
移
動
の
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
盛
ん
に
な
っ
た
現
代
世
界
に
お
い
て
は
、
多
文
化
主
義

的
な
市
民
意
識
こ
そ
世
界
や
国
民
国
家
内
の
秩
序
安
定
に
と
り
重
要
な
鍵
概
念
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
現
状
で
は
、
異
文
化
・
異
言
語
を
も
つ
少
数
民
族
の
民
族
承
認
や
多
文
化
主
義
を
要
求
す
る
異
文
化
・
異
言
語
マ
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イ
ノ
リ
テ
ィ
ヘ
の
反
感
が
強
ま
り
、
移
民
・
難
民
・
外
国
人
の
人
権
や
文
化
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ヘ
の
権
利
の
承
認
よ
り
は
、
彼

ら
／
彼
女
ら
を
外
国
人
犯
罪
者
の
同
類
で
あ
る
と
考
え
て
必
要
以
上
に
不
安
が
る
と
い
う
傾
向
が
強
く
な
っ
て
い
る
。
場
合
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

て
は
、
外
国
人
排
斥
を
唱
え
る
「
極
右
政
党
」
の
動
き
が
目
立
つ
と
い
う
事
態
に
な
る
こ
と
も
多
い
。
二
〇
〇
二
年
四
月
か
ら
五
月

に
か
け
て
行
わ
れ
た
フ
ラ
ン
ス
大
統
領
選
挙
の
第
一
回
投
票
に
お
い
て
、
長
い
間
外
国
人
排
斥
を
唱
え
て
き
た
「
国
民
戦
線
」
の
党

首
で
あ
る
ル
ペ
ン
候
補
が
、
社
会
党
の
ジ
ョ
ス
パ
ン
候
補
を
押
し
の
け
て
第
二
位
候
補
と
な
り
世
界
中
を
驚
か
せ
た
こ
と
は
記
憶
に

新
し
い
。
ま
た
、
直
後
に
行
わ
れ
た
オ
ラ
ン
ダ
の
総
選
挙
期
間
中
に
、
同
じ
よ
う
に
外
国
人
排
斥
を
唱
え
る
極
右
政
党
の
党
首
が
暗

殺
さ
れ
る
と
い
う
事
件
も
発
生
し
、
世
界
に
衝
撃
を
あ
た
え
た
。

　
こ
う
し
た
動
き
を
『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
（
S
ぎ
騨
§
も
ミ
裟
”
言
塁
目
－
§
8
8
）
誌
は
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
病
ん
で
い
る
」
と
し
て
、

ま
た
、
『
ニ
ュ
ー
ズ
ウ
ィ
ー
ク
』
（
≧
鳴
§
き
鼻
竃
塁
9
8
8
）
誌
は
、
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
怖
い
面
々
」
と
し
て
特
集
を
組
ん
で
い

る
。
同
上
の
『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
誌
が
ま
と
め
た
一
九
九
九
年
か
ら
二
〇
〇
二
年
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
の
右
翼
支
持
率
で
は
、
オ
ラ

ン
ダ
の
三
五
％
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
二
七
％
を
筆
頭
に
、
多
く
の
国
々
で
極
右
政
党
が
一
〇
％
か
ら
一
五
％
の
得
票
率
を
得
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
O
E
C
D
の
移
民
統
計
（
○
図
O
U
る
。
8
｝
P
G
。
。
）
に
よ
る
と
一
〇
％
近
い
外
国
人
を
抱
え
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ド

イ
ツ
に
比
べ
、
フ
ラ
ン
ス
や
オ
ラ
ン
ダ
は
外
国
生
ま
れ
人
口
は
五
％
前
後
で
あ
る
が
、
外
国
人
人
口
の
占
め
る
比
率
と
は
あ
ま
り
関

係
な
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
極
右
政
党
が
支
持
を
得
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
日
本
で
も
、
総
理
府
の
調
査
で
は
、
外
国
人
に
対
す
る
意

識
は
、
こ
の
数
年
で
も
厳
し
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
（
第
1
図
参
照
）
。

　
こ
の
よ
う
な
世
論
や
市
民
意
識
の
動
向
は
、
い
か
な
る
理
由
で
生
じ
る
の
か
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
影
響

を
社
会
や
政
治
に
あ
た
え
る
か
に
つ
い
て
以
下
で
考
察
し
た
い
が
、
本
稿
で
は
日
本
で
は
な
く
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
を
事
例
と
し
て
取

り
上
げ
る
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
、
一
九
八
○
年
代
よ
り
本
格
的
に
多
文
化
交
錯
社
会
に
適
応
的
な
市
民
意
識
を
促
す
た
め
、
連

邦
政
府
に
よ
り
多
文
化
主
義
が
実
践
さ
れ
て
き
た
が
、
近
年
で
は
反
多
文
化
主
義
の
動
き
が
強
ま
り
、
多
文
化
主
義
は
冬
の
時
代
を
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第1図　外国人が不利益な取扱いを受けることについての考え方

　　　　　　　　　　　　　　　日本の事情に慣れる

　　　　　　　　　　　　　　　までトラブルにあっ　外国人だか

　　　　　　　　　　　　　　　ても仕方がない　　　添浄恥柵ヒ、〉

賢れる

こあつ　外国人だから不利

r〉　　益な取扱いを受け

15．7　　　　　　17．6

　　　　　　　　0．5
　　　　　2．1

風習・習慣や経済

状態が違うのでや

むを得ない
　　　↓

　　　　　31．3

外国人に対

する差別だ
　　↓

醍　　1．22．9

21．229．837．9

ilI…3
19．326。339．9

　　1．4
2．9

16．8

（該当者数）

昭和63年
7月調査
（2，320人）

平成5年
7月調査
（2，274人）

平成9年
7月調査
（2，148人）

19．828．330

魁3．31．4
今回調査
（2，059人）

0％　10％　20％　30％　40％　50％　60％　70％　80％　90％100％

出所＝内閣大臣官房政府広報室『世論調査　人権擁護に関する世論調査』（平成14年2月調査）第22

図（http：／／www8．cao。go．jp／survey／y－index。html2003年8月11日アクセス）

迎
え
て
い
る
と
と
も
に
、
と
き
に
は
か
つ
て
の

白
豪
主
義
時
代
の
再
来
で
は
な
い
の
か
と
思
わ

せ
る
よ
う
な
言
説
も
増
加
し
、
多
文
化
社
会
適

応
的
な
市
民
意
識
の
発
展
に
対
し
て
黄
信
号
が

と
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
い
て
多
文
化
主
義
の

発
展
と
多
文
化
社
会
化
へ
の
認
識
の
拡
大
は
、

白
豪
主
義
時
代
の
名
残
り
を
と
ど
め
る
か
の
よ

う
な
英
国
国
王
を
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
王
と
す

る
立
憲
君
主
制
度
を
廃
止
し
て
、
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
人
を
大
統
領
と
す
る
共
和
国
化
へ
の
動
き

を
加
速
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
一

九
九
六
年
の
ハ
ワ
ー
ド
政
権
の
登
場
と
と
も
に

多
文
化
主
義
へ
の
反
対
も
増
加
し
た
た
め
、
一

九
九
〇
年
代
初
頭
に
加
速
し
た
共
和
国
化
へ
の

動
き
が
鈍
化
し
て
い
る
。
二
一
世
紀
初
頭
の
現

在
で
は
、
多
文
化
主
義
へ
の
支
持
は
新
保
守
主

義
的
な
国
内
・
外
交
政
策
を
遂
行
す
る
保
守
連

合
政
権
の
下
で
さ
ら
に
弱
ま
っ
て
い
る
と
思
わ
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れ
る
。
そ
こ
で
、
次
節
以
降
で
は
、
共
和
国
化
の
た
め
の
国
民
投
票
が
実
施
さ
れ
る
ま
で
の
歴
史
的
経
緯
を
概
説
し
、
そ
れ
が
否
決

さ
れ
た
社
会
的
背
景
を
探
り
た
い
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
多
文
化
交
錯
社
会
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
け
る
多
文
化
主
義
支
持
の
後
退
、

す
な
わ
ち
多
文
化
社
会
適
応
的
な
市
民
意
識
の
停
滞
を
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。

一
　
共
和
国
に
な
り
そ
こ
ね
た
二
〇
〇
一
年
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

多文化交錯社会オーストラリアの市民意識の動態

　
筆
者
は
、
長
年
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
多
文
化
主
義
政
策
の
発
展
を
中
心
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
研
究
を
続
け
て
き
た
。
そ
の
な
か
で
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
多
文
化
社
会
化
の
過
程
は
、
同
時
に
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
国
家
化
で
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
英
国
的
な
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
の
国
民
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
、
多
文
化
的
な
国
民
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
大
き
く
変
貌
し
て
い
く
様
子
を
み
て
き
た

こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
帰
結
と
し
て
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
一
二
世
紀
を
迎
え
る
と
き
に
は
、
植
民
地
時
代
よ
り
の
英
国
と
の

関
係
を
引
き
ず
る
「
立
憲
君
主
制
」
を
廃
し
て
、
「
大
統
領
制
共
和
主
義
」
国
家
に
な
る
と
い
う
予
測
を
い
つ
の
問
に
か
受
け
入
れ
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
関
連
の
論
文
も
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
変
化
を
念
頭
に
お
い
て
書
く
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
二
〇
〇
一
年

一
月
よ
り
の
共
和
国
化
を
目
指
し
た
一
九
九
九
年
一
一
月
六
日
の
立
憲
君
主
制
の
廃
止
と
大
統
領
共
和
国
化
へ
の
移
行
を
問
う
国
民

投
票
は
、
反
対
多
数
で
現
状
維
持
を
決
め
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
（
反
対
五
四
・
九
％
、
賛
成
四
五
・
一
％
、
第
1
表
参
照
）
。

　
国
民
投
票
の
成
立
に
は
二
重
の
過
半
数
が
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
を
構
成
す
る
六
州
と
連
邦
領
土
・
準
州
の
す
べ
て
の

有
権
者
に
よ
る
投
票
数
の
過
半
数
の
賛
成
に
加
え
て
、
全
六
州
の
う
ち
少
な
く
と
も
四
州
の
賛
成
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
強
制
投
票
制

を
採
用
し
て
い
る
結
果
、
改
正
内
容
に
無
関
心
な
有
権
者
が
現
状
維
持
（
否
決
）
に
投
票
す
る
傾
向
が
あ
る
、
と
い
う
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
の
国
民
投
票
の
歴
史
を
み
る
と
、
伝
統
的
に
国
民
投
票
は
可
決
が
困
難
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
（
一
九
〇
一
年
よ
り
一
九
九

九
年
ま
で
に
四
四
の
案
件
が
投
票
に
か
け
ら
れ
て
い
る
が
、
可
決
は
八
件
の
み
で
あ
る
）
。
そ
れ
故
に
、
共
和
国
化
案
の
成
立
に
は
は
じ
め
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　　　　　　　　　　　　第1表　共和国化国民投票結果

　　　州　　名　　　　賛成投票数　割合（％）反対投票数　割合（％）　投票総数

ニューサウスウェールズ　　1817380　　46．43　　2096562　　53．57　　3948714

ビクトリア　　　　　　1489536　　49．84　　1499138　　50．16　　3016737

クィーンズランド　　　　　784060　　37．44　　1309992　　62．56　　2108694

西オーストラリア　　　　　458306　　41．48　　646520　　58．52　　1114326

南オーストラリア　　　　　425869　　43．57　　551575　　56．43　　　986394

タスマニア　　　　　　　　126271　　40．37　　　186513　　59．63　　　315641

連邦首都準州　　　　　　　127211　　63．27　　　73850　　36．73　　　202614

連邦北部準州　　　　　　　44391　　48．77　　　46637　　51．23　　　91880

オーストラリア　　　　　　5273024　　45．13　　6410787　　54．87　　11785000

か
ら
悲
観
的
な
観
測
も
あ
っ
た
通
り
、
二
〇
〇
〇
年
九
月
の
シ
ド
ニ
ー
・
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
の
開
会
宣
言
は
連
邦
総
督
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
す
が
に
、
英
国

女
王
そ
の
人
が
会
場
ま
で
出
向
い
て
開
会
宣
言
を
す
る
と
い
う
の
は
、
国
民
感
情
を
逆

な
で
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
た
め
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
筆
者
の
予
測
と
期
待
は

見
事
に
裏
切
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
後
も
共
和
国
化
へ
の
期
待
は
散
発
的
に
表
明
さ
れ
た
も
の
の
、
た
と
え
ば
二
〇

〇
三
年
五
月
に
は
、
第
二
一
二
代
連
邦
総
督
ピ
ー
タ
ー
・
ホ
リ
ン
グ
ワ
ー
ス
連
邦
総
督
が
、

か
つ
て
大
司
祭
で
あ
っ
た
こ
ろ
に
部
下
の
神
父
が
起
こ
し
た
不
祥
事
を
も
み
消
し
た
こ

と
や
、
若
い
こ
ろ
に
女
性
に
乱
暴
を
働
い
た
な
ど
と
い
う
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
が
暴
露
さ
れ
、

つ
い
に
五
月
に
辞
任
に
追
い
込
ま
れ
、
八
月
に
第
二
四
代
マ
イ
ケ
ル
・
ジ
ェ
フ
リ
ー
新

連
邦
総
督
が
就
任
す
る
ま
で
の
間
に
、
連
邦
総
督
制
度
の
基
礎
と
な
る
立
憲
君
主
制
度

を
廃
止
し
大
統
領
制
に
す
る
た
め
に
国
民
投
票
を
行
う
べ
き
だ
と
の
議
論
も
散
見
さ
れ

た
が
、
当
面
、
国
民
投
票
運
動
が
起
き
る
と
は
思
え
な
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
、
一
九
九
〇
年
代
末
の
国
論
を
二
分
す
る
か
の
よ
う
な
激
し
い
国
民
投
票
運
動
の
後

遺
症
に
よ
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
共
和
国
化
の
引
き
金
の
一
つ
と
な
っ
た
多
文
化
主
義
は
、
そ
れ
以
前
の
オ

ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
民
統
合
政
策
で
あ
っ
た
白
豪
主
義
を
否
定
し
な
が
ら
発
展
し
て
き
た

も
の
で
あ
る
。
白
豪
主
義
は
、
一
九
〇
一
年
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
が
結
成
さ
れ
て

発
足
し
た
連
邦
議
会
の
最
初
の
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
成
立
し
た
「
連
邦
移
民
制
限
法
」
や
、
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一
九
〇
三
年
の
「
南
太
平
洋
諸
島
人
帰
還
法
」
、
あ
る
い
は
同
年
の
「
連
邦
市
民
権
法
」
な
ど
に
よ
っ
て
明
文
化
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
イ
ン
ド
人
、
中
国
人
、
日
本
人
を
中
心
と
す
る
ア
ジ
ア
系
有
色
人
移
住
者
の
移
住
や
定
住
を
規
制
す
る
と
と
も
に
、
公
民
権
を

制
限
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
ク
ィ
ー
ン
ズ
ラ
ン
ド
植
民
地
で
発
展
し
た
サ
ト
ウ
キ
ビ
栽
培
農
場
で
の
サ
ト
ウ
キ
ビ
栽
培
、

刈
り
込
み
労
働
力
と
し
て
、
主
に
メ
ラ
ネ
シ
ア
の
諸
島
か
ら
勧
誘
し
て
入
国
さ
せ
た
南
太
平
洋
諸
島
人
年
期
労
働
者
を
、
白
豪
主
義

の
成
立
と
と
も
に
出
身
地
へ
強
制
的
に
帰
還
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
白
豪
主
義
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
一
九
六
〇
年
代
の
半
ば
よ
り
廃
棄
さ
れ
は
じ
め
、
一
九
七
五
年
の
連
邦
人
種
差
別
禁
止
法

の
成
立
に
よ
っ
て
完
全
に
終
焉
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
直
前
の
一
九
七
三
年
に
、
ウ
ィ
ッ
ト
ラ
ム
労
働
党
政
権
に
よ
り
多
文
化

主
義
が
言
及
さ
れ
、
次
期
フ
レ
イ
ザ
i
自
由
党
・
国
民
党
連
合
保
守
政
権
が
多
文
化
主
義
政
策
の
本
格
的
実
施
に
着
手
し
、
さ
ら
に
、

次
の
労
働
党
政
権
で
あ
る
ホ
ー
ク
首
相
の
下
で
も
続
け
ら
れ
、
一
九
八
○
年
代
後
半
よ
り
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
が
多
文
化
社
会
で
あ
る

と
い
う
事
実
は
日
本
で
も
広
く
し
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
多
文
化
社
会
化
は
、
一
九
七
〇
年
代
ま
で
の
非
英

語
系
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
移
住
者
に
よ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
多
文
化
社
会
化
を
超
え
、
よ
り
多
様
性
の
度
合
い
を
高
め
た
非
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

系
文
化
を
含
め
た
本
格
的
な
多
文
化
社
会
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
一
九
八
○
年
代
に
な
る
と
改
革
・
開
放
路
線
を
採
用
し
た

大
陸
中
国
か
ら
の
留
学
生
が
増
大
す
る
と
と
も
に
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
そ
の
ま
ま
定
住
す
る
も
の
も
増
え
た
。
一
九
八
九
年
の
天

安
門
事
件
以
後
帰
国
せ
ず
に
そ
の
ま
ま
永
住
す
る
と
い
う
事
態
も
生
じ
た
。
ま
た
、
一
九
九
七
年
の
香
港
返
還
を
前
に
し
て
香
港
か

ら
の
中
国
人
の
移
住
者
が
増
大
し
た
。
そ
の
後
、
香
港
返
還
以
後
の
香
港
出
身
の
移
住
者
は
減
少
し
た
こ
と
も
あ
り
、
毎
年
の
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
ヘ
の
移
住
者
総
数
の
な
か
に
占
め
る
ア
ジ
ア
系
移
住
者
の
割
合
は
、
一
九
九
〇
年
代
初
頭
の
ピ
ー
ク
時
の
五
〇
％
か
ら

最
近
で
は
三
五
％
ほ
ど
に
な
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
ア
ジ
ア
人
の
入
国
は
続
い
て
い
る
（
》
ω
ρ
8
貫
薯
」
G
。
一
山
）
。
今
日
で
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

い
わ
ゆ
る
I
T
労
働
者
の
移
住
を
促
進
す
る
政
策
が
採
ら
れ
て
い
る
。

　
そ
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
、
一
九
九
一
年
に
ホ
ー
ク
政
権
を
引
き
継
い
だ
キ
ー
テ
ィ
ン
グ
連
邦
労
働
党
政
権
が
多
文
化
主
義
を
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さ
ら
に
発
展
さ
せ
る
と
と
も
に
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
大
統
領
制
共
和
国
化
を
目
指
す
運
動
を
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。
一
九
九
一
年

に
ホ
バ
ー
ト
で
開
か
れ
た
全
国
労
働
党
大
会
に
お
い
て
、
キ
ー
テ
ィ
ン
グ
首
相
は
国
旗
改
定
や
共
和
国
化
へ
の
国
民
投
票
の
実
施
を

示
唆
し
た
。
そ
の
際
に
明
ら
か
に
し
た
理
由
の
第
一
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
多
文
化
社
会
化
が
進
む
と
と
も
に
、
ま
す
ま
す
英
国

は
E
U
に
深
入
り
し
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
や
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
る
こ
と
。
第
二
に
、
国
内
で
も
英
国
王
室
に
強

い
忠
誠
を
も
つ
国
民
が
減
少
し
て
い
る
こ
と
。
そ
し
て
第
三
の
理
由
は
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
国
家
化
に
際
し
て
、
か
つ
て
英
国
を
含

む
西
欧
列
強
の
植
民
地
支
配
下
に
あ
っ
た
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
か
ら
の
反
発
を
避
け
る
た
め
に
も
、
よ
り
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
独
立
性

を
示
す
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
な
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
戦
後
の
移
民
政
策
と
国
民
統
合
政
策
の
変
遷
を
長
期
的
に
み
て
い
る
と
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋

国
家
化
、
多
文
化
主
義
の
発
達
と
共
和
国
化
は
一
心
同
体
の
よ
う
な
も
の
で
、
遅
か
れ
早
か
れ
共
和
国
に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
予
見

を
も
ち
や
す
く
な
る
。
す
で
に
、
一
九
七
〇
年
代
よ
り
市
民
権
授
与
式
で
は
英
国
女
王
へ
の
忠
誠
の
言
葉
は
廃
止
さ
れ
て
い
た
し
、

一
九
八
○
年
代
に
な
る
と
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
市
民
権
を
も
た
な
く
て
も
英
国
臣
民
で
あ
れ
ば
自
動
的
に
選
挙
権
が
付
与
さ
れ
る

と
い
う
英
国
か
ら
の
移
民
を
優
遇
す
る
制
度
も
廃
止
さ
れ
た
（
一
九
八
四
年
）
。
国
歌
も
「
ゴ
ッ
ド
・
セ
イ
ブ
・
ザ
・
ク
ィ
ー
ン
（
英

国
国
歌
）
」
か
ら
「
ア
ド
バ
ン
ス
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
フ
ェ
ア
」
に
変
更
さ
れ
た
（
一
九
八
四
年
）
。
ま
た
一
九
八
六
年
に
は
、
連

邦
最
高
裁
か
ら
英
国
高
等
法
院
へ
の
上
告
が
禁
止
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
と
も
に
、
連
邦
議
会
の
法
律
を
英
国
議
会
が
改
め
て
承
認

す
る
と
い
う
植
民
地
時
代
の
名
残
り
は
消
え
（
一
九
八
六
年
）
、
名
残
り
は
立
憲
君
主
制
度
と
国
旗
の
み
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
キ
ー

テ
ィ
ン
グ
首
相
と
し
て
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
旗
の
左
上
隅
に
あ
る
英
国
国
旗
を
取
り
外
し
、
立
憲
君
主
制
度
を
廃
止
す
れ
ば
そ

れ
で
完
了
と
考
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
ま
で
立
憲
君
主
制
度
や
国
旗
に
は
強
い
愛
着
を
も
つ
国
民
が
多
い
と
考
え
ら
れ
た
が
、
世
論
調
査
で
も
共
和
国
化
を
望
む
一

四
歳
以
上
の
国
民
の
割
合
が
一
九
九
〇
年
代
よ
り
増
加
し
、
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
（
第
2
表
参
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第2表　世論調査にみられる共和国支持者の割合とその推移（1953年～1999年）

質問はすべて「立憲君主国のままでよいか、あるいは直接選挙によって選出される大統領を元首と

する共和国がよいかご意見をお聞かせ下さい」というものである。

オーストラリア53年69年75年77年81年83年84年88年91年92年93年94年95年96年97年97年98年99年

　の将来は……　6月＊10月q2月4月8月1月1月7月7月3月4月11月7月6月9月12月2月11月

％
3
8
5

4
8
0
0
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1
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0
0
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3
8
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1
n
O
O

　
　
　
　
1

％
3
7
5
3
1
0
0
0

　
　
　
　
1
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4
2
4
7
1
1
0
0

　
　
　
　
1

％
3
9
4
9
1
2
0
0

　
　
　
　
1

％
4
0
5
0
1
0
0
0

％
3
8
5
2
1
0
0
0

　
　
　
　
1

％
4
9
必
7
0
0

　
　
　
　
1

％
5
6
3
6
8
0
0

　
　
　
　
1

％
6
4
2
9
7
0
0

　
　
　
　
1

％
6
2
3
0
8
0
0

　
　
　
　
1

％
6
0
2
8
1
2
0
0

　
　
　
　
1

％
5
9
2
8
1
3
0
0

　
　
　
　
1

％
62
2
6
1
2
0
0

　
　
　
　
1

％
6
1
2
8
1
1
0
0

　
　
　
　
1

％
6
4
2
4
1
2
0
0

　
　
　
　
1

％
7
7
1
5
8
0
0

立憲君主制

共和制

未決定

合計

＊有権者は18歳以上

出所：Roy　Morgan　Research　Pol1（Dec．21，1999）Mosあ4％s∫7’α」2伽s　S渉2Jl　S％ppo7〃～6p幼伽別勲EZ60渉64

P76s漉螂，（Finding　No。3264，http＝〃www．roymorgan．com／news／polls／polls．cfm）．

照
）
、
時
は
熟
し
た
と
し
て
キ
ー
テ
ィ
ン
グ
首
相
は
変
革
を
実
施
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
共
和
国
化
の
予
想
と
期
待
は
あ
っ
さ
り
と
は
ず
れ
た

の
で
あ
る
。
そ
の
原
因
と
し
て
は
、
共
和
国
支
持
者
の
間
の
分
裂
と
そ
の
分
裂
に
乗
じ
た

ハ
ワ
ー
ド
首
相
の
戦
術
的
勝
利
と
い
う
ミ
ク
ロ
な
要
因
が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
が
、
一
九
九

〇
年
代
よ
り
強
ま
り
は
じ
め
た
反
多
文
化
主
義
の
雰
囲
気
と
そ
れ
に
乗
じ
た
ハ
ワ
ー
ド
政

権
の
登
場
と
い
う
マ
ク
ロ
な
要
因
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
ミ
ク
ロ
な
要
因
に
つ
い
て
述

べ
、
次
に
マ
ク
ロ
な
要
因
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
後
者
に
は
、
ハ
ワ
ー
ド
自
由
党
・
国
民

党
連
合
保
守
政
権
の
登
場
と
、
経
済
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
社
会
的
影
響
と
反
動
的

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
強
ま
り
、
そ
し
て
新
保
守
主
義
の
台
頭
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
が
、

結
果
と
し
て
多
文
化
社
会
適
応
的
市
民
意
識
の
発
展
の
障
害
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
よ

い
だ
ろ
う
。

二
　
共
和
制
支
持
派
の
分
裂
と
ハ
ワ
ー
ド
首
相
の
戦
術
的
勝
利

　
キ
ー
テ
ィ
ン
グ
首
相
を
継
い
だ
ハ
ワ
ー
ド
首
相
は
、
終
始
、
共
和
国
化
反
対
を
唱
え
て

お
り
、
ハ
ワ
ー
ド
政
権
の
登
場
に
よ
り
共
和
国
化
へ
の
国
民
投
票
さ
え
も
行
わ
れ
な
く
な

る
と
い
う
不
安
も
生
じ
た
が
、
国
民
投
票
は
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ハ
ワ
ー
ド
首
相
は

国
民
投
票
の
準
備
の
た
め
に
、
一
九
九
八
年
に
全
国
憲
政
会
議
を
開
催
す
る
こ
と
に
し
た
。

全
国
憲
政
会
議
と
は
、
同
年
二
月
二
日
か
ら
一
三
日
に
か
け
て
首
都
キ
ャ
ン
ベ
ラ
の
旧
国
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会
議
事
堂
で
開
催
さ
れ
た
も
の
で
、
新
し
い
共
和
国
大
統
領
を
選
出
す
る
方
法
に
つ
い
て
協
議
し
、
国
民
投
票
の
案
文
を
決
定
す
る

た
め
に
開
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
九
七
年
二
月
に
ハ
ワ
ー
ド
連
邦
首
相
が
そ
の
実
施
を
約
束
し
た
も
の
で
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

全
国
よ
り
選
ば
れ
た
一
五
二
名
の
代
議
員
が
会
議
に
参
加
し
た
。
そ
の
半
数
は
連
邦
お
よ
び
州
政
府
に
よ
る
任
命
、
残
り
の
半
数
は

公
選
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
公
選
さ
れ
る
七
六
名
の
代
表
者
の
選
出
方
法
に
つ
い
て
、
一
九
一
七
年
の
連
邦
総

選
挙
以
後
、
強
制
投
票
を
通
例
と
す
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
は
珍
し
く
任
意
で
、
し
か
も
郵
便
投
票
が
採
用
さ
れ
た
。
選
挙
権
は
、

基
本
的
に
は
一
八
歳
以
上
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
民
に
あ
た
え
ら
れ
、
前
年
の
二
月
か
ら
投
票
用
紙
が
全
有
権
者
（
連
邦
議
員
選

挙
の
有
権
者
）
に
郵
送
さ
れ
た
。

　
投
票
受
付
は
一
二
月
に
終
了
し
、
最
終
的
な
投
票
率
は
約
四
七
％
で
あ
っ
た
。
選
出
さ
れ
た
代
議
員
の
共
和
制
支
持
者
と
立
憲
君

主
制
支
持
者
の
割
合
は
ほ
ぼ
二
対
一
で
、
前
者
に
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
共
和
制
推
進
運
動
（
A
R
M
）
の
二
六
人
が
含
ま
れ
、
後
者

に
は
立
憲
君
主
制
を
守
る
会
（
A
C
M
）
の
一
九
人
が
含
ま
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
任
命
さ
れ
た
代
表
者
を
加
え
る
と
、
共
和
制
支
持

者
は
七
三
人
、
立
憲
君
主
制
支
持
者
は
四
四
人
、
中
間
派
が
三
五
人
と
い
う
情
勢
で
会
議
が
は
じ
ま
っ
た
。

　
会
議
の
な
か
で
、
国
家
元
首
の
名
称
と
そ
の
役
割
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
選
出
方
法
を
採
用
す
る
か
な
ど
の
共
和
制

モ
デ
ル
に
つ
い
て
話
し
合
い
が
行
わ
れ
た
が
、
最
大
グ
ル
ー
プ
の
A
R
M
の
支
持
す
る
共
和
制
モ
デ
ル
も
会
議
の
過
半
数
を
得
る
こ

と
が
で
き
ず
、
最
終
的
に
は
他
の
案
も
取
り
入
れ
た
共
和
制
モ
デ
ル
に
対
す
る
国
民
投
票
を
行
う
こ
と
が
圧
倒
的
多
数
で
議
決
さ
れ

た
。
こ
れ
に
よ
り
、
国
民
投
票
は
一
九
九
九
年
に
行
わ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
案
が
国
民
投
票
に
か
け
ら
れ
る
こ
と

が
決
議
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
国
家
元
首
の
名
称
は
大
統
領
（
汐
a
8
旨
）
と
し
、
被
選
出
権
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
民
に
限
定
す
る
。

そ
の
任
命
方
法
に
つ
い
て
は
、
議
会
お
よ
び
国
民
の
代
表
か
ら
組
織
さ
れ
る
大
統
領
選
考
委
員
会
に
お
い
て
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

ー
や
地
方
自
治
体
な
ど
か
ら
推
薦
さ
れ
た
大
統
領
候
補
者
リ
ス
ト
の
予
備
審
査
を
し
て
候
補
者
を
限
定
し
、
連
邦
首
相
は
そ
の
リ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

ト
を
基
に
議
会
に
推
薦
し
、
議
員
の
三
分
の
二
の
多
数
決
に
よ
り
任
命
さ
れ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
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全
国
憲
政
会
議
に
お
い
て
決
ま
っ
た
こ
と
は
、
多
く
の
国
民
に
不
満
を
あ
た
え
た
。
こ
の
会
議
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
大
統

領
を
直
接
国
民
選
挙
に
よ
っ
て
選
び
た
い
と
す
る
急
進
的
改
革
案
を
唱
え
る
共
和
制
支
持
の
声
は
根
強
く
、
共
和
制
支
持
者
が
分
裂

し
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
A
R
M
の
支
持
す
る
案
は
、
基
本
的
に
は
議
会
が
最
終
的
に
選
出
す
る
折
衷
的
改
革
案
で
あ

る
が
、
そ
れ
で
も
急
進
的
過
ぎ
る
と
し
て
共
和
制
支
持
者
の
な
か
に
は
、
現
在
の
連
邦
総
督
を
首
相
が
選
ぶ
よ
う
に
、
首
相
が
選
べ

ば
よ
い
と
い
う
ミ
ニ
マ
リ
ス
ト
改
革
案
に
も
若
干
の
支
持
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
大
統
領
の
権
限
は
、
現
在
の
総
督
と
同

じ
で
象
徴
的
な
地
位
で
あ
る
こ
と
で
大
方
の
意
見
は
一
致
し
た
が
、
な
か
に
は
ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
よ
う
に
権
限
強
化
を
望
む
も
の

も
い
た
。
要
す
る
に
、
共
和
国
反
対
の
王
党
派
に
比
べ
共
和
国
派
は
大
き
く
分
裂
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
第
3
表
参
照
）
。
そ
し
て
こ

の
分
裂
は
、
一
九
九
九
年
一
一
月
の
国
民
投
票
日
ま
で
続
き
、
つ
い
に
修
復
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
そ
の
よ
う
な
共
和
国
派
の
分
裂
の
動
き
を
み
て
ハ
ワ
ー
ド
首
相
は
、
国
民
投
票
で
は
憲
政
会
議
で
決
ま
っ
た
選
出
案
で
投
票
を
行

う
よ
う
に
仕
向
け
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
あ
る
。
会
議
案
に
対
し
て
、
共
和
国
か
立
憲
君
主
制
か
の
是
非
を
間
う
た
後
に
、
ど
の

選
出
方
法
を
決
め
る
か
を
問
う
と
い
う
二
段
階
の
国
民
投
票
案
を
提
案
す
る
声
も
強
か
っ
た
が
、
手
続
き
が
煩
項
で
あ
り
費
用
も
か

か
り
面
倒
だ
と
い
う
こ
と
で
、
共
和
国
支
持
者
が
す
で
に
世
論
調
査
で
も
過
半
数
を
占
め
て
い
る
の
だ
か
ら
、
い
き
な
り
選
出
方
法

を
選
ぶ
国
民
投
票
に
進
む
べ
き
だ
と
し
て
投
票
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
有
権
者
中
の
五
〇
～
五
五
％
ほ
ど
に
し
か
す
ぎ
な
い
共
和

国
支
持
派
が
選
出
方
法
を
め
ぐ
っ
て
分
裂
し
て
い
る
と
い
う
弱
点
を
突
い
た
、
ハ
ワ
ー
ド
の
戦
術
上
の
勝
利
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
も
と
も
と
共
和
国
に
関
す
る
世
論
調
査
で
も
直
接
投
票
に
よ
る
大
統
領
制
と
立
憲
君
主
制
へ
の
支
持
に
つ
い
て
調
べ
ら
れ
て
お
り
、

国
民
は
共
和
国
に
は
直
接
選
挙
に
よ
る
大
統
領
制
が
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
先
入
見
を
も
っ
て
い
た
節
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
急

激
な
変
更
は
反
対
派
を
拡
大
す
る
と
し
て
共
和
国
派
が
妥
協
し
て
議
会
選
出
方
式
を
案
出
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
裏
目
に
で
た

と
い
え
よ
う
。
直
接
選
挙
制
度
を
前
提
と
し
て
の
調
査
で
は
た
し
か
に
九
〇
年
代
に
共
和
国
派
が
優
位
に
な
り
、
態
度
未
決
定
の
有

権
者
す
べ
て
が
現
状
維
持
に
回
っ
て
も
可
決
す
る
可
能
性
が
高
い
と
想
定
し
得
る
状
態
に
な
っ
た
が
、
逆
に
議
会
選
出
案
で
問
う
と
、

55



法学研究77巻1号（2004：1）

第3表　共和国大統領選出方法についての世論の支持動向（1998年2月）

①オーストラリア国民による選挙により過半数を得た候補者

②議会選出（各院の可半数により選出）

③議会選出（各院の3分の2以上の可半数により選出）

〔議会選出支持者合計〕

④連邦政府の任命

⑤未決定

％
　
8
9
6
5
∩
乙
5

　
6
　
　

1
2

出所：Roy　Morgan　Research　Poll（Nov・9，1999），‘y8s　M6ガL6α解腕8Eαz4四αyr

R6pzの116五）oo郷6‘J　Sln66F6わ7z躍7y　1998　Cons！πz〆20η　Co％∂6多z蕗o多z，（Finding　No．

3252，http：／／www．roymorgan．com／news／polls／polls．cfm）より引用。

第4表a　共和国支持の世論の動き

＊直接選挙によって選ばれる大統領と共和制の支持にっいて問うた場合　1997年12月～1999年

　　　　　　　　　　　　　合計　　　　　　　　　　　　　州別の支持動向

　　　　　98年12月／98年2月有権者99年11月有権者NSw　Vic　Qld　SA　WA

立憲君主制

共和制

未決定

合計

％

38

51

11

100

％

39

54

　7

100

％

36

56

　8

100

％

42

52

　6

100

％

38

56

　6

100

％

45

51

　4

100

％

36

54

10

100

（注）Nsw＝ニューサウスウェールズ州、WA；西オーストラリア州、Vic＝ビクトリア州、

　　Qld＝クィーンズランド州、SA二南オーストラリア州

第4表b

＊議会選出による大統領と共和制の支持　8月28・29日と　9月25・26日と　10月16・17日と

にっいて問うた場合　1999年8月～10月　9月18・19日　　10月9・10日　　10月23・24日

賛成合計

反対合計

未決定

合計

　％

46．5

　41

12．5

100

　％

44．5

41．5

　14

100

％

37

49

14

100

出所：第4表aは第2表に同じ。第4表bは第3表に同じ。
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　　　　　　　　第5表　11月6日の有権者の投票行動について

国民の直接選挙によって　11月6日の国民投票の投票動向（1999年11月20／21日調査）

選ぶ大統領制共和国　　　有権者全体　　　賛成者　　　　反対者　　　　棄権者

％

29

46

25

100

％

65

29

　　6

100

％

　　5

91

　4

100

％

39

54

　7

100

立憲君主国

共和国

未決定

出所＝第2表に同じ。

共
和
国
化
反
対
が
多
く
な
る
の
で
あ
る
（
第
4
表
a
、
b
参
照
）
。
直
接
選
出
派
と
議
会
選
出
派

の
比
率
は
、
先
の
一
九
九
八
年
の
全
国
憲
政
会
議
中
に
行
わ
れ
た
世
論
調
査
の
第
3
表
に
従
え

ば
ほ
ぼ
三
対
一
で
、
直
接
選
挙
大
統
領
制
共
和
国
派
は
圧
倒
的
な
支
持
を
得
て
い
た
の
で
あ
る
。

共
和
国
は
合
計
で
純
粋
な
立
憲
君
主
派
を
は
る
か
に
超
え
て
い
た
は
ず
で
あ
る
し
、
し
か
も
、

反
共
和
国
派
の
な
か
に
は
立
憲
君
主
制
を
支
持
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
面
倒
な
変
革
を
嫌
っ

て
現
状
維
持
を
望
む
も
の
が
含
ま
れ
て
い
た
は
ず
な
の
で
、
立
憲
君
主
国
維
持
を
積
極
的
に
望

む
も
の
は
さ
ら
に
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
っ
た
。
そ
の
現
状
維
持
派
に
は
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ

ョ
ン
と
深
く
関
連
す
る
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
国
家
化
と
多
文
化
社
会
化
に
反
発
し
、
共
和
国
国
民

投
票
論
争
に
嫌
気
を
感
じ
て
い
る
も
の
も
多
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
、
共
和
国

か
立
憲
君
主
国
か
に
つ
い
て
の
投
票
で
は
な
く
、
い
き
な
り
連
邦
議
会
選
出
大
統
領
制
度
を
も

つ
共
和
国
化
の
可
否
を
問
う
投
票
が
実
施
さ
れ
、
直
接
選
挙
派
の
多
く
が
中
途
半
端
な
共
和
国

な
ら
い
ら
な
い
と
の
理
由
か
ら
反
対
に
回
り
、
王
党
派
や
現
状
維
持
派
と
と
も
に
反
対
投
票
を

投
じ
た
こ
と
が
敗
北
原
因
で
あ
っ
た
。
実
際
、
共
和
国
化
反
対
投
票
者
の
約
三
割
は
直
接
選
挙

派
の
共
和
国
支
持
者
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
直
接
選
挙
支
持
派
の
五
割
近
く
が
棄
権
し
た
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

と
が
、
投
票
後
の
世
論
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
（
第
5
表
参
照
）
。

三
　
ハ
ワ
ー
ド
自
由
党
・
国
民
党
連
合
保
守
政
権
の
登
場

次
に
、
共
和
国
化
反
対
要
因
と
多
文
化
主
義
へ
の
支
持
が
減
少
し
た
マ
ク
ロ
な
要
因
に
つ
い
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て
み
て
み
た
い
。
多
文
化
主
義
国
家
化
と
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
国
家
化
、
そ
し
て
共
和
国
化
に
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
た
最
大
の
要
因
は
ま

ず
な
ん
と
い
っ
て
も
、
連
邦
労
働
党
に
替
わ
り
登
場
し
た
ハ
ワ
ー
ド
連
邦
自
由
党
・
国
民
党
連
合
政
権
で
あ
る
。
ハ
ワ
ー
ド
政
権
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

以
下
の
よ
う
な
特
徴
を
も
っ
て
い
た
。

　
第
一
に
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
国
家
化
に
関
し
て
は
、
労
働
党
政
権
同
様
に
基
本
的
に
ア
ジ
ア
と
の
経
済
関
係
を
拡
大
す
る
と
し
な

が
ら
も
、
そ
の
政
策
へ
の
関
与
は
経
済
面
に
限
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。
ま
た
、
欧
米
と
の
経
済
関
係
も
促
進
し
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
と

い
う
意
向
が
強
か
っ
た
。
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
と
は
、
ア
ジ
ア
に
偏
向
し
た
国
際
的
経
済
関
係
を
修
正
し
、
欧
米
と
の
関
係
を
修
復
し

均
衡
を
と
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
労
働
党
政
権
が
多
国
間
関
係
に
重
心
を
お
い
て
A
P
E
C
を
重
視
し
た
こ
と
に
対
し

て
、
多
国
間
協
議
よ
り
も
二
国
間
関
係
に
よ
る
貿
易
自
由
化
の
政
策
を
重
視
し
た
こ
と
に
も
現
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
A
P
E
C
が

当
初
期
待
し
た
よ
う
に
、
貿
易
自
由
化
に
対
し
て
効
果
を
も
た
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
小
国
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
、
多
国
間
関
係
の

な
か
で
は
影
響
力
が
小
さ
く
な
る
と
い
う
判
断
も
働
い
て
い
た
。
当
初
の
こ
う
し
た
動
き
は
、
ハ
ワ
ー
ド
政
権
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

の
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
国
家
化
に
消
極
的
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
あ
た
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
第
二
に
、
多
文
化
主
義
の
促
進
に
対
し
て
も
消
極
的
で
あ
っ
た
。
多
文
化
主
義
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
国
家

化
を
周
知
徹
底
す
る
た
め
に
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
労
働
党
政
権
が
強
化
し
た
国
家
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
戦
略
で
も
あ
っ
た
が
、

ハ
ワ
ー
ド
政
権
は
多
文
化
主
義
を
継
続
的
に
進
化
発
展
さ
せ
る
と
い
う
方
針
に
消
極
的
で
あ
っ
た
。
と
く
に
、
ア
ボ
リ
ジ
ニ
の
土
地

権
間
題
を
積
極
的
に
解
決
す
る
と
い
う
政
策
や
、
ア
ボ
リ
ジ
ニ
福
祉
政
策
を
充
実
さ
せ
る
と
い
う
方
針
、
さ
ら
に
は
立
憲
君
主
制
度

を
廃
し
て
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
の
諸
国
家
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
独
立
性
を
明
示
す
る
と
い
う
各
種
の
政
策
に
対
し
て
、
保
守
連
合

政
権
は
こ
と
ご
と
く
ブ
レ
ー
キ
を
か
け
た
と
い
っ
て
よ
い
。
他
方
で
、
ハ
ワ
ー
ド
政
権
は
自
由
主
義
経
済
と
民
主
主
義
的
価
値
を
オ

ー
ス
ト
ラ
リ
ア
的
価
値
で
あ
る
と
し
て
前
面
に
押
し
だ
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
家
と
し
て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
打
ち
だ
そ
う
と
し
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
経
済
自
由
主
義
を
ア
ジ
ア
に
説
い
て
回
る
こ
と
と
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
体
の
大
統
領
制
共
和
国
化
へ
の
反
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対
表
明
に
つ
な
が
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
連
邦
労
働
党
政
権
の
対
ア
ジ
ア
政
策
は
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
権
威
主
義
体
制
の
政
府
に
対
し

て
お
も
ね
る
も
の
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
自
由
民
主
主
義
堅
持
の
精
神
を
ね
じ
曲
げ
て
ま
で
取
り
入
ろ
う
と
す
る
、
一
種
の
土

下
座
外
交
で
あ
っ
た
と
ま
で
主
張
し
た
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
英
国
王
室
を
敬
い
、
民
主
主
義
的
な
価
値
観
を
堅
持
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
国
家
で
あ
り
、
人
権
、
民
主
主
義
、
あ
る
い
は
経
済
自
由
化
の
面
で
模
範
を
示
す
べ
き
だ
と
示
唆
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
結
果
、
外
交
政
策
に
お
い
て
は
連
邦
労
働
党
政
権
が
否
定
し
た
、
対
米
追
従
外
交
に
復
帰
す
る
と
と
も
に
、
大
国
軍
事
外
交

政
策
の
補
助
的
な
役
割
を
果
た
す
「
補
助
的
ミ
ド
ル
パ
ワ
ー
」
と
し
て
の
役
割
を
自
ら
引
き
受
け
た
の
で
あ
る
。
労
働
党
政
権
は
、

ア
ジ
ア
地
域
の
諸
国
間
の
利
害
を
調
整
し
つ
つ
安
全
保
障
を
求
め
よ
う
と
し
、
米
国
に
必
ず
し
も
追
随
し
な
い
独
自
な
外
交
政
策
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

と
る
「
自
律
的
ミ
ド
ル
パ
ワ
ー
」
と
し
て
自
ら
を
規
定
し
て
行
動
し
よ
う
と
し
た
の
と
は
正
反
対
で
あ
る
。
ハ
ワ
ー
ド
政
権
は
、
そ

れ
ま
で
東
チ
モ
ー
ル
の
人
権
問
題
と
独
立
問
題
に
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
の
友
好
関
係
維
持
を
第
一
と
し
て
消
極
的
介
入
の
立
場
を

維
持
し
、
国
内
の
人
権
団
体
か
ら
批
判
さ
れ
て
き
た
労
働
党
政
権
の
政
策
的
ス
タ
ン
ス
か
ら
一
歩
踏
み
だ
し
、
東
チ
モ
ー
ル
島
民
の

人
権
を
守
る
、
と
の
立
場
か
ら
東
チ
モ
ー
ル
の
独
立
を
認
め
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
こ
と
を
説
得
す
る
た
め
の
書
簡
を
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
の
ハ
ビ
ビ
大
統
領
に
送
り
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
の
そ
れ
ま
で
の
態
度
を
一
変
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
対
応
上
の
変
化
に
対
し
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
内
の
人
権
団
体
N
G
O
な
ど
は
支
持
を
表
明
し
、
ハ
ワ
ー
ド
政
権
の
国
民
的

人
気
は
盛
り
上
が
っ
た
が
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
の
外
交
関
係
は
そ
の
後
停
滞
し
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
結
果
的
に
は
、
一
九
九

九
年
九
月
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
領
で
あ
っ
た
東
チ
モ
ー
ル
の
独
立
を
め
ぐ
る
騒
乱
に
際
し
て
、
人
権
を
守
り
秩
序
を
維
持
す
る
と
し
て

多
く
の
多
国
籍
軍
を
送
り
込
む
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
際
に
も
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
的
価
値
の
重
視
と
い
う
文
言
が
強
調
さ
れ
た
。

後
に
、
当
時
バ
ル
カ
ン
問
題
で
忙
し
か
っ
た
米
国
に
な
り
か
わ
り
、
太
平
洋
地
域
の
副
保
安
官
役
を
引
き
受
け
、
必
要
と
あ
ら
ば
い

つ
で
も
海
外
派
兵
す
る
と
、
ハ
ワ
ー
ド
首
相
が
述
べ
た
と
す
る
報
道
が
な
さ
れ
る
と
、
こ
れ
が
「
ハ
ワ
ー
ド
・
ド
ク
ト
リ
ン
」
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

て
一
人
歩
き
し
、
東
ア
ジ
ア
の
リ
ー
ダ
ー
達
の
輩
盛
を
買
う
こ
と
に
な
っ
た
。
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他
方
で
ハ
ワ
ー
ド
政
権
は
、
一
九
九
八
年
頃
か
ら
急
増
し
は
じ
め
た
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
か
ら
の
難
民
申
請
者
で
あ
る
ボ
ー
ト
ピ
ー

プ
ル
に
対
し
て
強
攻
策
を
採
用
し
た
。
ハ
ワ
ー
ド
政
権
は
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
か
ら
の
ボ
ー
ト
ピ
ー
プ
ル
は
、
人
間
密
輸
業
者
が
手

配
し
た
ボ
ー
ト
に
乗
っ
て
難
民
を
装
っ
て
マ
レ
ー
シ
ア
や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
か
ら
や
っ
て
き
た
人
々
で
あ
り
、
純
然
た
る
難
民
で
は
な

い
と
主
張
す
る
。
ボ
ー
ト
ピ
ー
プ
ル
た
ち
は
、
後
に
米
国
の
攻
撃
を
受
け
崩
壊
し
た
タ
リ
バ
ー
ン
政
権
に
よ
る
迫
害
を
理
由
に
、
政

治
亡
命
を
求
め
て
き
た
人
々
で
あ
っ
た
が
、
ハ
ワ
ー
ド
政
権
は
、
こ
う
し
た
ボ
ー
ト
ピ
ー
プ
ル
は
経
済
難
民
で
あ
る
と
し
て
、
政
治

難
民
で
あ
る
こ
と
を
容
易
に
認
め
な
か
っ
た
。
二
〇
〇
一
年
八
月
か
ら
九
月
に
か
け
て
は
、
故
障
し
て
漂
流
中
の
ボ
ー
ト
か
ら
ア
フ

ガ
ニ
ス
タ
ン
人
を
救
助
し
た
ノ
ル
ウ
ェ
ー
船
『
タ
ン
パ
号
』
が
、
救
出
し
た
人
々
を
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
上
陸
さ
せ
よ
う
と
ダ
；
ウ

ィ
ン
に
向
か
い
だ
し
た
と
こ
ろ
に
海
軍
を
派
遣
し
て
阻
止
し
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
や
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、
ナ
ウ
ル
な
ど
に
引

き
取
ら
せ
る
と
い
う
強
攻
策
に
で
た
。
こ
れ
は
、
「
太
平
洋
ソ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
」
と
呼
ば
れ
た
。
東
チ
モ
ー
ル
ヘ
の
介
入
に
は
支
持

を
表
明
し
た
人
権
団
体
N
G
O
た
ち
も
、
さ
す
が
に
こ
の
件
で
は
非
難
に
回
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
収
容
さ
れ
た
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ

ン
人
は
不
法
入
国
者
と
し
て
人
里
離
れ
た
収
容
所
に
入
れ
ら
れ
、
難
民
認
定
審
査
ま
で
、
場
合
に
よ
っ
て
は
二
、
三
年
幽
閉
さ
れ
る

と
い
う
事
態
に
な
っ
た
。
長
い
収
容
期
間
に
耐
え
切
れ
ず
、
二
〇
〇
一
年
こ
ろ
か
ら
収
容
所
内
で
の
暴
動
が
メ
デ
ィ
ア
の
注
目
を
浴

　
　
　
　
　
　
（
9
）

び
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
以
上
の
よ
う
な
労
働
党
と
は
異
な
る
、
ア
ジ
ア
ヘ
の
高
飛
車
で
自
信
満
々
な
態
度
、
そ
し
て
、
ボ
ー
ト
ピ
ー
プ
ル
ヘ
の
強
攻
策
を

と
っ
た
理
由
に
は
二
つ
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
一
九
九
七
年
か
ら
九
八
年
に
か
け
て
生
じ
た
東
南
ア
ジ
ア
金
融
危
機
を
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
経
済
が
回
避
で
き
た
と
い
う
こ
と
。
第
二
に
は
、
一
九
九
六
年
か
ら
一
九
九
八
年
に
か
け
て
生
じ
た
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
国
内
の
反
多
文
化
主
義
論
争
で
あ
っ
た
。
一
九
九
七
年
の
東
南
ア
ジ
ア
経
済
危
機
は
当
初
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
も
影
響
す
る
と

恐
れ
ら
れ
た
が
、
一
九
九
七
年
か
ら
九
八
年
に
か
け
て
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
経
済
は
む
し
ろ
順
調
に
推
移
し
、
失
業
率
も
減
少
し
た
。

こ
れ
は
、
金
融
危
機
を
恐
れ
た
先
進
諸
国
の
投
資
家
が
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
回
収
し
た
資
金
を
、
よ
り
安
全
と
思
わ
れ
た
オ
ー
ス
ト
ラ

60



多文化交錯社会オーストラリアの市民意識の動態

リ
ア
を
含
む
先
進
諸
国
に
再
投
資
し
た
結
果
だ
と
も
い
わ
れ
る
が
、
ホ
ー
ク
政
権
、
キ
ー
テ
ィ
ン
グ
政
権
以
来
の
自
由
主
義
的
市
場

経
済
政
策
と
経
済
合
理
化
の
成
果
で
あ
る
と
の
確
信
を
得
た
ハ
ワ
ー
ド
首
相
は
、
、
む
し
ろ
、
ア
ジ
ア
こ
そ
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
経
済
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

見
習
う
べ
き
で
あ
る
と
の
結
論
に
達
し
た
の
で
あ
る
。

　
実
際
、
タ
イ
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
は
金
融
危
機
の
際
に
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
か
ら
の
経
済
援
助
を
受
け
た
こ
と
も
あ
り
、
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
と
の
経
済
関
係
の
強
化
を
望
む
と
と
も
に
、
他
の
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
経
済
か
ら
学
ぶ
こ
と
を
呼
び
か
け
た

ほ
ど
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
ハ
ワ
ー
ド
首
相
と
し
て
は
、
一
九
九
八
年
に
絶
頂
を
迎
え
て
い
た
ポ
｝
リ
ン
・
ハ
ン
ソ
ン
・
ワ
ン
・
ネ
イ

シ
ョ
ン
党
に
よ
る
反
多
文
化
主
義
論
争
や
ア
ジ
ア
移
民
削
減
論
争
を
支
持
し
た
国
民
の
存
在
に
配
慮
し
て
、
非
合
法
入
国
者
対
策
を

強
化
す
る
と
と
も
に
毅
然
た
る
態
度
を
示
し
、
論
争
の
再
燃
を
避
け
た
い
と
の
配
慮
も
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
た
ハ
ワ
ー
ド

政
権
の
動
き
か
ら
は
、
多
文
化
主
義
と
共
和
国
化
の
推
進
の
動
き
を
期
待
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
ま
た
、
こ
う
し
た
連
邦
政
府
の
政

策
が
一
九
九
六
年
三
月
、
一
九
九
八
年
一
〇
月
、
そ
し
て
二
〇
〇
一
年
一
一
月
の
連
邦
総
選
挙
で
支
持
さ
れ
議
席
数
は
九
六
年
総
選

挙
時
が
ピ
ー
ク
で
あ
っ
た
と
は
い
え
連
続
再
選
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
が
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
市
民
の
多
文
化
社
会
適
応
的
な
市
民
意

識
の
後
退
あ
る
い
は
停
滞
を
意
味
す
る
と
い
っ
て
よ
い
（
連
邦
総
選
挙
結
果
に
つ
い
て
は
第
6
表
参
照
）
。

四
　
経
済
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
反
動
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

　
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
東
南
ア
ジ
ア
を
含
む
対
ア
ジ
ア
政
策
に
大
き
く
影
響
を
あ
た
え
た
「
ハ
ン
ソ
ン
論
争
」
と
は
、
そ
も
そ
も
一

九
九
六
年
三
月
の
連
邦
総
選
挙
で
連
邦
下
院
議
員
に
初
当
選
し
た
ポ
ー
リ
ン
・
ハ
ン
ソ
ン
無
所
属
議
員
が
引
き
起
こ
し
た
大
論
争

（
一
九
九
六
年
九
月
か
ら
九
八
年
一
〇
月
頃
ま
で
継
続
）
で
あ
る
。
彼
女
は
、
英
語
系
国
民
が
失
業
で
苦
し
ん
で
い
る
と
き
に
、
ア
ボ
リ

ジ
ニ
に
対
す
る
福
祉
政
策
が
多
文
化
主
義
の
も
と
で
拡
大
し
て
い
る
こ
と
や
、
多
文
化
主
義
の
も
と
で
の
ア
ジ
ア
人
の
移
住
と
定
住
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　　　　　　　第6表　オーストラリア連邦総選挙（下院）の結果

（a）1996年3月2日総選挙結果

政党名
第1位優先順

位票投票数
第1位優先順位
票得票率（％）

投票率の
増減（％）

議席数
無投票

選挙区

議席数割
合（％）

自由党 4，248，991 39．04 十1．94 75 0 50．68

労働党 4，217，765 38．75 一6．17 49 0 33．11

国民党 893，170 8．21 十1．04 19 0 12．84

民主党 735，848 6．76 十3．01 0
緑の党 317，654 2．92 十1．06 0
無所属 253，894 2．33 一〇．77 5 0 3．38

合計 10，677，322 98．00 148 0 100．00
無効票 1．99％

（b）1998年10月3日総選挙結果

政党名
第1位優先順

位票投票数
第1位優先順位
票得票率（％）

投票率の
増減（％）

議席数
無投票

選挙区

議席数割
合（％）

労働党 4，454，306 40．10 十1．34 67 0 45．27

自由党 3，764，707 33．89 一5．15 64 0 43．24

ワン・ネイション党 936，621 8．43 ＊ 0
国民党 588，088 5．29 一2．91 16 0 10．81

民主党 569，935 5．13 一1．63 0
緑の党 238，035 2．14 ＊ 0
無所属 212，522 1．91 一〇．42 1 0 0．68

合計 10，764，214 96．90 148 0 100．00
無効票 3．10％

＊1998年総選挙初登場のため数字は省略。

（c）2001年11月10日総選挙結果

政党名
第1位優先順

位票投票数
第1位優先順位
票得票率（％）

投票率の
増減（％）

議席数
無投票

選挙区

議席数割
合（％）

労働党 4，341，420 37．84 一2．26 65 0 43．33

自由党 4，291，032 37．40 十3．51 69 0 46．00

国民党 643，926 5．61 十〇．32 13 0 8．67

民主党 620，225 5．41 十〇．28 0
緑の党 569，074 4．96 十2．82 0
ワン・ネイション党 498，032 4．34 一4．09 0
無所属 332，669 2．90 十〇．99 3 0 2．00

合計 11，296，378 98．50 150 0 100．00
無効票 1．55％

出所＝The　University　of　Westem　University，、4％s飽伽πGo∂67％耀％云＆Pol漉6s（http：／／

elections．uwa。edu．au／index．lasso）
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援
助
の
拡
充
は
、
英
語
系
国
民
へ
の
逆
差
別
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
失
業
・
犯
罪
増
加
に
よ
る
社
会
的
不
安
解
消
の
た
め
に
福
祉
・

警
察
関
連
の
財
政
支
出
拡
充
を
求
め
は
じ
め
た
保
守
的
な
国
民
の
支
持
層
に
支
え
ら
れ
て
、
ア
ジ
ア
人
の
移
住
制
限
、
反
多
文
化
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

義
、
反
ア
ボ
リ
ジ
ニ
福
祉
政
策
、
反
マ
ボ
判
決
・
先
住
権
原
法
を
中
心
に
選
挙
運
動
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
論
争
の
背
景
に
は
、
多
文
化
主
義
の
深
化
に
よ
る
文
化
不
安
、
つ
ま
り
非
英
語
系
移
民
文
化
の
尊
重
は
伝
統
的
英
語
系
白
人

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
の
文
化
を
脅
か
す
と
い
う
不
安
が
存
在
す
る
と
同
時
に
、
一
九
八
○
年
代
か
ら
続
く
経
済
改
革
や
企
業
の
リ
ス

ト
ラ
に
よ
る
失
業
増
加
と
い
う
、
生
活
不
安
の
拡
大
が
あ
る
。
そ
の
た
め
先
住
民
福
祉
政
策
は
過
剰
で
あ
る
と
し
て
反
対
し
た
ハ
ン

ソ
ン
議
員
は
、
ク
ィ
ー
ン
ズ
ラ
ン
ド
州
内
ば
か
り
か
全
国
的
に
も
支
持
を
集
め
た
た
め
（
一
九
九
六
年
後
半
に
は
最
大
七
％
ほ
ど
の
支

持
が
世
論
調
査
で
認
め
ら
れ
た
）
、
一
九
九
七
年
四
月
に
ワ
ン
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
党
を
旗
揚
げ
し
て
本
格
的
な
極
右
的
政
治
活
動
に
着
手

し
た
。
政
党
と
し
て
の
本
格
的
活
動
中
の
一
九
九
八
年
六
月
に
最
大
一
五
％
ほ
ど
の
国
民
世
論
の
支
持
を
受
け
た
も
の
の
、
ワ
ン
・

ネ
イ
シ
ョ
ン
党
の
華
々
し
い
活
動
は
旗
揚
げ
か
ら
九
八
年
一
〇
月
の
総
選
挙
ま
で
の
短
い
間
で
終
わ
り
、
そ
の
間
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
連
邦
政
局
に
竜
巻
を
起
こ
し
て
通
り
過
ぎ
て
い
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
二
〇
世
紀
末
に
は
「
多
文
化
主
義
は
曲
が
り
角
に
き
た
」

と
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
り
、
多
文
化
主
義
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
政
策
へ
の
批
判
と
不
満
が
一
気
に
噴
出
し
た
の
で
あ
る
。

　
多
文
化
主
義
批
判
は
、
と
く
に
、
キ
ー
テ
ィ
ン
グ
政
権
が
一
九
九
二
年
に
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
国
家
化
の
一
環
と
し
て
、
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
共
和
国
化
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
は
じ
め
た
こ
ろ
よ
り
強
ま
り
は
じ
め
て
い
る
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
英
語
系
主
流
国
民
の
伝

統
的
文
化
や
社
会
的
価
値
が
崩
壊
す
る
の
で
は
な
い
か
と
の
不
安
を
高
め
た
国
旗
改
定
と
共
和
国
化
の
提
案
は
、
白
豪
主
義
の
撤
廃

を
ア
ジ
ア
諸
国
に
印
象
づ
け
る
た
め
の
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
で
も
あ
っ
た
が
、
キ
ー
テ
ィ
ン
グ
首
相
の
提
案
は
国
民
の
文
化
的
不
安
を
高

め
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
共
和
国
化
政
策
は
立
憲
君
主
派
と
共
和
国
派
に
国
論
を
分
断
し
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
民
の
間
に
、
社
会

的
分
裂
と
結
束
力
の
低
下
が
進
む
の
で
は
な
い
か
と
の
不
安
も
強
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　
同
じ
こ
ろ
、
非
差
別
的
移
民
制
度
と
多
文
化
主
義
の
お
か
げ
で
、
ア
ジ
ア
移
民
・
難
民
の
移
住
者
が
増
大
し
た
と
考
え
ら
れ
た
こ
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と
も
あ
り
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
が
ア
ジ
ア
人
に
乗
っ
取
ら
れ
る
と
い
っ
た
言
説
も
増
加
し
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

で
は
、
一
九
八
四
年
と
八
八
年
に
大
き
な
ア
ジ
ア
移
民
制
限
論
争
が
発
生
し
て
い
た
。
一
九
八
四
年
の
も
の
は
、
当
時
メ
ル
ボ
ル
ン

大
学
の
著
明
な
歴
史
学
者
で
、
ア
ジ
ア
通
と
み
ら
れ
て
い
た
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
ブ
レ
イ
ニ
ー
教
授
が
引
き
起
こ
し
た
「
ブ
レ
イ
ニ
ー
論

争
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
年
の
三
月
か
ら
九
月
頃
ま
で
続
い
た
。
一
九
八
八
年
の
も
の
は
、
現
在
連
邦
首
相
で
あ
る
ジ
ョ
ン
・
ハ
ワ

ー
ド
が
野
党
リ
ー
ダ
ー
の
時
に
引
き
起
こ
し
た
「
ハ
ワ
ー
ド
論
争
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
同
年
の
八
月
か
ら
一
〇
月
ま
で
続
き
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

後
に
ハ
ワ
ー
ド
リ
ー
ダ
ー
が
更
迭
さ
れ
る
原
因
と
な
っ
た
。
ど
ち
ら
も
ア
ジ
ア
移
民
の
流
入
を
規
制
せ
よ
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
で
ア
ジ
ア
移
民
が
問
題
視
さ
れ
た
の
は
、
単
に
移
住
者
数
が
増
え
た
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
一
九
七
〇

年
代
半
ば
よ
り
受
け
入
れ
て
い
た
イ
ン
ド
シ
ナ
難
民
の
一
世
、
あ
る
い
は
二
世
が
一
九
八
○
年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
社
会
的

に
成
功
す
る
よ
う
に
な
る
と
同
時
に
、
一
九
八
○
年
代
に
移
住
し
た
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
の
、
中
国
系
留
学
生
や
企
業
家
移
民
が
増
加

し
て
、
専
門
職
・
企
業
家
と
し
て
成
功
す
る
人
々
が
増
え
て
き
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
た
か
ら
で
も
あ
っ
た
。
豊
か
な
ア
ジ
ア
系
住
民

が
増
え
は
じ
め
た
こ
と
が
メ
デ
ィ
ア
で
報
道
さ
れ
て
目
立
つ
よ
う
に
な
る
と
、
高
度
な
職
業
も
ア
ジ
ア
系
住
民
に
奪
わ
れ
る
と
い
う

生
活
不
安
だ
け
で
は
な
く
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
文
化
的
統
合
が
難
し
く
な
り
、
社
会
的
分
裂
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
、

国
民
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
動
揺
へ
の
不
安
が
広
が
っ
た
の
で
あ
る
。

　
労
働
党
連
邦
政
府
は
、
こ
う
し
た
論
争
の
発
生
を
み
て
一
九
八
九
年
に
は
、
改
め
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
多
文
化
社
会
化
の
事
実

に
対
す
る
認
識
向
上
と
多
文
化
主
義
の
実
施
へ
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
『
多
文
化
社
会
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
ヘ
の
全

国
的
課
題
』
（
○
ζ
｝
這
。
。
。
）
を
大
々
的
に
発
表
し
て
啓
蒙
活
動
を
強
化
し
、
フ
レ
イ
ザ
ー
政
権
に
よ
っ
て
メ
ル
ボ
ル
ン
に
設
置
さ

れ
て
い
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
多
文
化
問
題
究
所
を
大
幅
に
改
組
し
た
う
え
で
、
連
邦
首
相
府
直
属
機
関
と
し
て
キ
ャ
ン
ベ
ラ
に
設
置

し
、
研
究
活
動
に
加
え
啓
蒙
宣
伝
活
動
に
力
を
入
れ
て
、
国
民
の
偏
見
や
差
別
を
取
り
除
く
こ
と
に
努
力
を
傾
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
な
か
で
、
改
め
て
文
化
・
言
語
維
持
、
社
会
参
加
、
多
文
化
・
人
権
教
育
の
充
実
が
確
認
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
う
し
た
努
力
に
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も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ま
で
の
各
種
の
論
争
の
集
大
成
と
も
い
う
べ
き
ハ
ン
ソ
ン
論
争
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。

　
ハ
ン
ソ
ン
論
争
の
背
景
に
は
既
述
の
よ
う
に
、
労
働
党
が
開
始
し
た
経
済
改
革
に
起
因
す
る
生
活
不
安
が
あ
っ
た
こ
と
は
見
逃
せ

な
い
。
一
九
八
○
年
代
初
頭
よ
り
、
経
済
改
革
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
国
家
化
の
一
環
と
し
て
、
連
邦
政
府
に
よ

っ
て
積
極
的
に
論
じ
ら
れ
推
進
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
経
済
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
ヘ
の
対
応
で
も
あ
っ
た
が
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ

ア
国
民
の
間
に
「
わ
れ
わ
れ
は
、
ア
ジ
ア
人
の
よ
う
に
あ
く
せ
く
働
か
な
く
て
は
い
け
な
い
の
か
」
と
い
っ
た
不
満
が
強
ま
り
、
高

い
生
活
水
準
と
の
ん
び
り
し
た
伝
統
的
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
生
活
が
危
機
に
瀕
し
て
い
る
と
い
う
、
焦
燥
感
を
国
民
の
間
に
強
め
た
の

で
あ
る
。
実
際
、
産
業
再
編
、
企
業
の
合
理
化
と
リ
ス
ト
ラ
に
よ
っ
て
職
場
を
失
う
労
働
者
は
一
九
八
○
年
代
か
ら
増
加
す
る
と
と

も
に
、
一
九
九
〇
年
代
初
頭
の
経
済
不
況
と
重
な
っ
て
急
増
し
、
一
九
九
二
年
に
失
業
率
は
一
一
％
を
超
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後

は
低
下
し
た
も
の
の
一
九
九
八
年
末
に
な
る
ま
で
、
失
業
率
は
八
％
を
超
え
て
い
た
う
え
に
、
長
期
失
業
者
の
増
加
が
問
題
と
な
っ

て
い
た
（
》
誘
b
。
8
）
薯
」
謹
山
雪
）
。
高
い
失
業
率
の
継
続
と
実
質
生
活
水
準
の
停
滞
と
貧
富
格
差
の
増
大
に
対
す
る
不
安
は
、

一
九
九
〇
年
代
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
の
間
に
国
民
生
活
へ
の
不
満
と
焦
燥
を
強
め
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
当
初
は
、
国
民

の
改
革
疲
れ
に
配
慮
し
て
急
進
的
な
経
済
改
革
を
休
止
し
て
い
た
、
新
し
い
ハ
ワ
ー
ド
保
守
連
合
政
権
は
労
働
党
よ
り
も
強
烈
に
自

由
市
場
経
済
主
義
お
よ
び
経
済
合
理
主
義
を
信
奉
す
る
政
権
で
あ
っ
た
た
め
、
政
権
奪
取
後
も
改
革
を
続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
ハ
ン
ソ
ン
論
争
は
、
多
文
化
主
義
に
基
づ
く
文
化
不
安
、
そ
し
て
一
九
八
○
年
代
か
ら
の
経
済
改
革
の
嵐
に
よ
る
生
活
不
安
が
そ

の
基
盤
に
あ
り
、
国
民
の
一
部
に
経
済
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
経
済
自
由
化
の
波
に
乗
っ
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
参
入
す

る
多
国
籍
企
業
や
移
民
労
働
者
へ
の
排
外
意
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
論
争
は
、
当
初
た
っ
た
一
人
の
一
匹
狼
的
議
員
の

反
乱
と
思
わ
れ
て
、
長
く
は
続
か
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
が
、
予
想
外
な
結
果
に
終
わ
っ
た
。
そ
の
原
因
は
、
ハ
ワ
ー
ド
首
相
が
、

ハ
ン
ソ
ン
議
員
の
言
動
を
叱
責
す
る
こ
と
な
く
、
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
言
論
自
由
の
国
」
で
あ
る
と
し
て
放
置
し
、
そ
の
結
果
、

東
南
ア
ジ
ア
諸
国
か
ら
、
と
く
に
マ
レ
ー
シ
ア
の
マ
ハ
テ
ィ
ー
ル
首
相
な
ど
に
よ
る
批
判
も
は
じ
ま
り
、
問
題
が
国
際
化
し
、
必
要
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以
上
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
内
の
メ
デ
ィ
ア
か
ら
注
目
を
受
け
、
か
え
っ
て
ハ
ン
ソ
ン
人
気
を
煽
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ハ
ワ
ー
ド
首
相
は
、
ワ
ン
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
党
が
結
成
さ
れ
る
頃
か
ら
重
い
腰
を
挙
げ
た
が
、
そ
の
頃
ま
で
に
は
ワ
ン
・
ネ
イ
シ
ョ
ン

党
は
全
国
的
な
活
動
を
は
じ
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
続
く
長
い
多
文
化
主
義
論
争
に
嫌
気
を
さ
す
人
々
も
増
え
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
共
和
国
化
に
反
対
す
る
社
会
層
は
世
論
調
査
に
よ
る
と
、
都
市
よ
り
も
地
方
に
多
く
、
年
齢
は
高
く
、
教
育
レ
ベ
ル
も
低

く
、
収
入
も
低
い
人
々
だ
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
の
な
か
に
ワ
ン
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
党
支
持
者
に
な

り
や
す
い
人
々
が
含
ま
れ
て
い
た
と
推
定
で
き
る
の
で
、
当
初
よ
り
共
和
国
化
に
反
対
し
て
い
た
ハ
ン
ソ
ン
議
員
と
ワ
ン
・
ネ
イ
シ

ョ
ン
党
の
活
動
は
、
大
き
な
影
響
を
残
し
て
い
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
も
自
ら
分
裂
し
た
う
え
に
、
こ
の
層
に
属
す

人
々
を
説
得
し
切
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
、
共
和
制
推
進
運
動
（
A
R
M
）
や
前
キ
ー
テ
ィ
ン
グ
首
相
の
運
動
の
限
界
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
と
同
時
に
、
連
邦
労
働
党
の
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
国
家
化
政
策
に
批
判
的
で
か
つ
多
文
化
主
義
に
懐
疑
的
で
、
か
つ
て
ア
ジ
ア
移

民
制
限
論
を
ぶ
ち
挙
げ
た
立
憲
君
主
主
義
者
の
ハ
ワ
ー
ド
首
相
が
、
終
始
反
対
の
立
場
を
貫
い
た
こ
と
が
、
結
果
に
大
き
く
影
響
し

た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
イ
タ
リ
ア
系
移
民
の
子
孫
で
ハ
ワ
ー
ド
政
権
発
足
以
来
蔵
相
を
務
め
て
い
る
ピ
ー
タ
ー
・
コ
ス
テ
ロ

議
員
は
共
和
国
派
に
回
っ
た
が
、
事
態
は
改
善
さ
れ
な
か
っ
た
。

　
共
和
制
支
持
者
の
多
く
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
が
多
文
化
社
会
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
国
家
化
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

の
運
命
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
の
人
々
の
多
く
は
、
経
済
自
由
化
を
中
心
と
す
る
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
国
家
化
と

そ
れ
に
と
も
な
う
社
会
の
多
文
化
社
会
化
に
よ
り
利
益
を
得
る
人
々
が
多
く
、
反
対
す
る
人
々
に
は
、
経
済
自
由
化
と
ア
ジ
ア
・
太

平
洋
国
家
化
に
よ
る
生
活
不
安
を
感
じ
、
多
文
化
社
会
化
に
よ
る
文
化
不
安
を
感
じ
る
人
々
、
つ
ま
り
経
済
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
｝
シ
ョ

ン
下
に
お
け
る
「
勝
ち
組
」
と
「
負
け
組
」
と
い
う
構
図
が
想
定
で
き
る
（
第
2
図
参
照
）
。
多
文
化
主
義
が
経
済
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー

シ
ョ
ン
の
動
き
と
と
も
に
進
展
し
て
き
た
こ
と
か
ら
、
反
対
も
増
加
し
た
と
い
う
点
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
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四
　
新
保
守
主
義
の
台
頭

　
一
九
七
〇
年
代
か
ら
は
じ
ま
っ
た
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
国
家
化
へ
の
動
き
は
、
多
文
化
主
義
の
深
化
を
と
も
な
っ
て
い
た
が
、
ハ
ワ

ー
ド
政
権
の
登
場
に
よ
り
多
文
化
主
義
へ
の
国
民
的
支
持
は
足
踏
み
状
態
に
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
れ
で
も
多
文
化
主
義

政
策
は
、
紆
余
曲
折
を
経
な
が
ら
も
今
日
ま
で
続
い
て
い
る
。
二
一
世
紀
初
頭
も
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
が
多
文
化
主
義
社
会
で
あ
る
こ

と
は
、
一
九
九
九
年
四
月
に
発
表
さ
れ
た
全
国
多
文
化
間
題
諮
問
評
議
会
の
報
告
書
『
二
一
世
紀
に
向
け
て
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
多

文
化
主
義
－
包
括
的
多
文
化
主
義
に
向
け
て
』
（
Z
匡
》
ρ
一
8
。
）
に
付
さ
れ
た
多
文
化
主
義
の
継
続
を
訴
え
る
三
二
の
勧
告
を
受

第2図　グロバリゼーションとオーストラリア（まとめ）

アジア・太平洋国家化　　大量移民政策
経済グロバリゼーション　情報・人口・思想・技術

雛
　　　　　　　　　　　　（脱物質主義）などのグ
　　　　　　　　　　　　ローバリゼーション

　　　　　　　　　　　　　　畢

経済自由化・規制緩和　　　移民・難民増加
経営合理化・リストラ　　　異文化情報・民族自決

　　　o㌔　　．愚．．
勝利者　　敗者＿　　畢
経済的成功　　　　失業・雇用不安　　多文化社会

、、賦蕊，爵講

け
て
、
同
年
一
二
月
に
連
邦
政
府
が
『
新
多
文
化

社
会
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
ヘ
の
全
国
的
課
題
』

（
日
竃
｝
お
8
）
を
発
表
し
た
こ
と
に
よ
り
確
実

と
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
一
九
九
九
年
に
東
チ
モ
ー

ル
ヘ
の
軍
事
介
入
の
際
に
人
権
擁
護
の
御
旗
を
立

て
た
こ
と
や
、
多
文
化
主
義
を
支
持
す
る
保
守
党

支
持
者
で
あ
る
非
英
語
系
有
権
者
も
多
い
こ
と
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

ら
継
続
と
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
一
九
九
九
年
か
ら
二
〇
〇
一
年
に
か

け
て
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
難
民
問
題
が
騒
が
れ
て
い

る
最
中
に
、
九
・
一
一
事
件
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で

発
生
し
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
の
犠
牲
者
（
一
〇
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名
）
が
で
た
。
こ
の
年
の
一
〇
月
に
行
わ
れ
た
連
邦
総
選
挙
で
は
、
ア
フ
ガ
ン
・
ボ
ー
ト
ピ
ー
プ
ル
ヘ
の
強
硬
な
姿
勢
と
、
ブ
ッ
シ

ュ
大
統
領
に
歩
調
を
あ
わ
せ
た
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
・
タ
リ
バ
ー
ン
政
権
と
ア
ル
カ
イ
ダ
指
導
者
ウ
サ
マ
・
ビ
ン
・
ラ
ー
デ
ィ
ン
ヘ
の

強
い
非
難
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
有
権
者
か
ら
の
支
持
を
急
速
に
回
復
し
て
劣
勢
と
い
わ
れ
た
総
選
挙
を
勝
っ
た
こ
と
は
、
さ
ら

に
ハ
ワ
ー
ド
首
相
に
自
信
を
あ
た
え
た
。
二
〇
〇
二
年
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
攻
撃
に
対
し
て
は
、
特
殊
部
隊
を
派
遣
し
て
米
国
の
対

テ
ロ
戦
争
協
力
な
ど
に
積
極
的
な
姿
勢
を
打
ち
だ
す
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
二
〇
〇
二
年
一
〇
月
一
二
日
の
バ
リ
島
爆
弾
テ
ロ
攻

撃
に
よ
る
多
数
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
犠
牲
者
（
死
亡
者
二
〇
二
人
中
八
八
人
が
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
）
が
で
る
に
お
よ
び
、
保
守
的

な
雰
囲
気
が
さ
ら
に
国
内
に
充
満
し
は
じ
め
た
。
ブ
ッ
シ
ュ
・
ド
ク
ト
リ
ン
で
あ
る
「
国
内
へ
の
テ
ロ
攻
撃
な
ど
の
危
険
が
あ
れ
ば

先
制
攻
撃
を
辞
さ
な
い
」
と
の
先
制
攻
撃
正
当
化
の
考
え
を
利
用
し
、
二
〇
〇
二
年
暮
れ
に
は
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
ヘ
の
テ
ロ
の
危

険
が
察
知
さ
れ
れ
ば
海
外
派
兵
を
検
討
す
る
」
と
公
言
し
た
こ
と
か
ら
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
や
マ
レ
ー
シ
ア
か
ら
の
批
判
を
受
け
、
東

南
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
関
係
を
悪
化
さ
せ
て
い
る
。

　
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
二
〇
〇
二
年
の
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
侵
攻
に
引
き
続
き
、
二
〇
〇
三
年
三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
の
対
イ
ラ
ク

戦
争
に
も
対
米
協
力
の
観
点
か
ら
派
兵
し
、
内
政
に
お
い
て
も
ま
た
外
政
に
お
い
て
も
、
米
国
で
「
ネ
オ
コ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
新
保

守
主
義
の
立
場
に
近
い
観
点
か
ら
、
リ
ベ
ラ
ル
な
価
値
を
世
界
に
広
げ
る
責
任
を
も
つ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
家
の
一
員
で
あ
る
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
前
面
に
打
ち
だ
し
、
人
権
問
題
を
一
時
的
に
棚
上
げ
し
て
で
も
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
連
携
を
強

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

め
よ
う
と
し
た
連
邦
労
働
党
政
府
の
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
国
家
化
政
策
と
一
線
を
画
す
立
場
を
採
用
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
二
〇
〇

三
年
八
月
の
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
内
で
の
暴
力
紛
争
の
鎮
圧
と
平
和
維
持
の
た
め
の
派
兵
活
動
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
。
『
ニ
ュ
ー
ズ

ウ
ィ
ー
ク
（
日
本
版
）
』
誌
（
二
〇
〇
三
年
八
月
一
三
・
二
〇
日
「
オ
ー
ジ
ー
は
ア
ジ
ア
の
警
察
官
」
）
は
、
こ
の
動
き
を
み
て
、
ハ
ワ
ー

ド
政
権
は
南
西
太
平
洋
地
域
で
の
保
安
官
役
を
引
き
受
け
よ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
と
報
道
し
て
い
る
。
ハ
ワ
ー
ド
政

権
は
、
当
初
、
短
期
政
権
と
み
な
さ
れ
て
い
た
が
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
国
家
化
と
多
文
化
主
義
の
深
化
に
よ
る
伝
統
的
オ
ー
ス
ト
ラ
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リ
ア
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
脅
か
さ
れ
て
い
る
な
か
で
、
近
隣
諸
国
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
も
つ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
国
家
と
し
て
の
伝

統
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
示
し
た
い
と
す
る
保
守
的
な
国
民
の
支
持
を
受
け
、
長
期
政
権
と
な
り
つ
つ
あ
る
。

五
　
多
文
化
社
会
適
応
的
市
民
意
識
の
動
揺

多文化交錯社会オーストラリアの市民意識の動態

　
共
和
国
化
へ
の
動
き
は
、
戦
後
の
多
文
化
社
会
化
の
動
き
、
そ
し
て
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
国
家
化
の
動
き
を
具
現
す
る
も
の
で
あ
り
、

外
部
か
ら
の
観
察
者
か
ら
す
れ
ば
当
然
の
成
り
行
き
に
も
み
え
た
し
、
一
九
九
〇
年
代
に
な
る
と
世
論
調
査
で
も
、
共
和
国
支
持
者

が
五
〇
％
を
超
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
共
和
国
に
な
る
と
の
予
想
も
高
か
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
九
六
年
ハ
ワ
ー
ド
政
権

が
成
立
し
て
か
ら
、
あ
る
意
味
で
革
新
的
で
あ
っ
た
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
国
家
化
と
多
文
化
社
会
化
へ
の
動
き
は
、
経
済
改
革
疲
れ
と

経
済
リ
ス
ト
ラ
に
よ
り
生
活
不
安
を
抱
き
、
か
つ
、
多
文
化
主
義
、
マ
ボ
判
決
、
共
和
国
化
論
争
に
よ
り
文
化
的
不
安
を
抱
く
国
民

の
反
対
に
遭
遇
し
た
。
国
民
国
家
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
改
革
の
動
き
は
葬
り
去
ら
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
白
豪
主
義
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
か
ら
多
文
化
主
義
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
ヘ
の
移
行
を
進
め
て
き
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
、
現
在
そ
の
反
動
を
経
験
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
れ
が
多
文
化
社
会
適
応
的
な
市
民
意
識
を
動
揺
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
経
済
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
も
と
、
経
済
改
革
と
脱
福
祉
国
家
化
の
動
き
に
不
安
を
感
じ
て
い
る
人
々
は
、
多
文
化
主
義
社

会
化
、
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
国
家
化
へ
の
寛
容
性
を
失
い
つ
つ
あ
る
。
他
方
で
、
容
赦
の
な
い
経
済
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
、

人
々
の
移
動
を
さ
ら
に
活
発
化
さ
せ
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
多
文
化
社
会
化
を
進
め
る
だ
け
で
な
く
、
経
済
と
政
治
の
ア
ジ
ア
・
太

平
洋
国
家
化
を
進
め
る
の
で
あ
る
。
古
き
よ
き
時
代
の
白
豪
主
義
へ
の
憧
憬
さ
え
も
感
じ
さ
せ
る
ハ
ワ
ー
ド
政
権
の
保
守
化
は
、
米

国
の
ネ
オ
コ
ン
に
よ
る
保
守
化
の
動
き
に
支
え
ら
れ
当
分
継
続
す
る
で
あ
ろ
う
。
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
に
お
け
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の

位
置
づ
け
は
後
退
し
孤
立
し
て
い
く
と
同
時
に
、
そ
の
国
民
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
も
ま
す
ま
す
曖
昧
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
と
い
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っ
て
よ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

そ
の
動
き
は
新
白
豪
主
義
と
呼
ば
れ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

（
1
）
　
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
と
国
民
国
家
の
多
文
化
・
多
民
族
社
会
化
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
関
根
（
二
〇
〇
〇
）
に
お
い
て
す
で
に

論
じ
た
の
で
詳
し
く
は
同
書
を
参
照
願
い
た
い
。
な
お
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
定
義
と
そ
の
国
民
国
家
へ
の
影
響
に
つ
い
て
の
異

　
な
る
見
方
に
つ
い
て
は
、
ヘ
ル
ド
（
＝
①
こ
る
O
O
O
巨
8
8
）
を
と
り
あ
え
ず
参
照
の
こ
と
。

（
2
）
　
最
近
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
右
翼
・
極
右
政
党
の
活
動
と
そ
の
支
持
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
＝
蝕
島
≦
9
浮
　
（
8
0
0
）
お
よ
び

　
鼠
巽
匹
き
α
≦
①
冒
富
楯
（
8
0
0
。
）
を
参
照
せ
よ
。
な
お
、
極
右
に
反
対
す
る
多
文
化
主
義
者
の
主
張
す
る
「
寛
容
の
精
神
」
の
も
つ
問

　
題
点
に
つ
い
て
は
、
ガ
ッ
サ
ン
・
ハ
ー
ジ
（
田
謎
ρ
一
〇
〇
〇
歯
0
8
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
3
）
　
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
白
豪
主
義
か
ら
多
文
化
主
義
へ
の
歴
史
的
移
行
に
つ
い
て
は
、
関
根
（
一
九
八
九
）
に
詳
し
い
の
で
参
照
し
て

　
ほ
し
い
。
な
お
I
T
労
働
者
な
ど
の
移
住
促
進
に
つ
い
て
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
大
使
館
が
配
布
す
る
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
（
≦
o
詩
営
騎
ヲ

　
い
巳
』
0
9
）
お
よ
び
、
『
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
移
民
案
内
』
（
ω
Φ
蓉
9
き
α
浮
Φ
○
○
∈
○
建
鼠
望
9
旨
亀
9
＆
ω
’
る
O
e
）
を
参
照
。

（
4
）
　
全
国
憲
政
会
議
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
遠
藤
源
太
郎
（
一
九
九
八
）
の
記
述
を
参
照
。
な
お
、
他
に
決
ま
っ
た
項
目
は
以
下
の
通
り

　
で
あ
る
。
e
大
統
領
の
任
期
は
五
年
と
し
、
権
限
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
連
邦
総
督
の
権
限
と
同
様
の
も
の
と
す
る
。
口
大
統
領
の
解
任

　
権
に
つ
い
て
は
、
連
邦
首
相
の
専
管
事
項
で
あ
る
が
、
解
任
権
を
行
使
し
た
場
合
、
三
〇
日
以
内
に
下
院
の
承
認
を
得
る
必
要
が
あ
り
、

　
得
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
首
相
不
信
任
の
決
議
が
な
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。
日
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
が
国
民
投
票
に
よ
り
共
和
制
を

　
採
用
し
て
も
、
州
政
府
の
制
度
（
州
総
督
の
名
称
、
任
命
方
法
な
ど
）
に
影
響
し
な
い
。
四
新
憲
法
の
前
文
に
、
先
住
民
の
存
在
、
法
の

　
下
の
平
等
、
両
性
の
平
等
な
ど
を
含
め
る
。
㈲
現
在
の
国
名
は
変
更
せ
ず
、
英
国
連
邦
か
ら
の
脱
退
は
し
な
い
。
㈹
共
和
制
に
移
行
さ
れ

　
た
場
合
、
五
年
以
内
に
も
う
一
度
、
全
国
憲
政
会
議
を
開
催
す
る
。
な
お
、
よ
り
詳
し
く
は
「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
連
邦
選
挙
管
理
委
員

　
会
」
（
A
E
C
）
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
内
の
国
民
投
票
に
つ
い
て
の
記
述
と
過
去
の
記
録
を
参
照
さ
れ
た
い
（
辟
8
ミ
≦
薫
揖
器
ρ
碧
＜
D

　
蝉
ミ
ー
8
旨
Φ
暮
＼
ゑ
『
簿
＼
も
q
び
一
一
8
鉱
○
冨
＼
Φ
一
Φ
0
8
門
巴
ー
①
＜
①
筥
ω
＼
冨
剛
R
窪
α
q
日
8
＼
一
〇
〇
〇
お
h
辟
ヨ
）
。

（
5
）
　
共
和
国
化
国
民
投
票
に
つ
い
て
の
詳
し
い
分
析
は
、
≦
餌
跨
貫
馨
器
q
竃
碧
箒
睡
錺
（
8
0
N
）
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。
竃
一
言
冨
＝

　
（
8
8
）
が
紹
介
す
る
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
大
学
社
会
科
学
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
る
共
和
国
国
民
投
票
結
果
分
析
で
は
、
被
調
査
者
二

　
三
二
名
の
内
二
壬
二
五
名
（
五
七
・
八
％
）
が
共
和
国
支
持
者
で
、
共
和
国
支
持
者
の
う
ち
直
接
選
挙
支
持
者
は
、
九
四
二
名
（
七
〇
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％
）
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ロ
イ
・
モ
ー
ガ
ン
調
査
と
同
じ
よ
う
な
数
値
で
あ
る
。

（
6
）
　
ハ
ワ
ー
ド
政
権
の
外
交
・
貿
易
政
策
に
つ
い
て
は
、
9
9
暮
2
き
α
』
因
麩
雪
圧
一
一
（
8
e
）
を
参
照
し
た
。
な
お
、
同
じ
編
者

　
に
よ
る
キ
ー
テ
ィ
ン
グ
政
権
の
外
交
・
貿
易
政
策
を
ま
と
め
た
論
文
集
『
．
O
O
暮
自
き
α
9
園
麩
9
匡
一
一
（
ピ
零
）
の
表
題
と
中
身
と
を

比
較
す
る
と
、
両
者
の
違
い
が
さ
ら
に
鮮
明
に
な
る
。

（
7
）
　
ミ
ド
ル
パ
ワ
ー
と
し
て
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
を
論
じ
た
も
の
に
、
岩
本
裕
二
郎
（
一
九
八
八
）
が
あ
る
。
多
文
化
ミ
ド
ル
パ
ワ
ー
と

　
し
て
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
竹
田
い
さ
み
（
二
〇
〇
〇
a
）
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
ミ
ド
ル
パ
ワ
ー
外
交
の
類
型
に

　
つ
い
て
は
、
吉
沢
（
松
井
）
佳
子
（
一
九
九
七
）
を
参
照
。
ミ
ド
ル
パ
ワ
ー
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
外
交
政
策
の
特
質
を
論
じ
た
も
の
に
菊

地
努
（
一
九
九
七
）
が
あ
る
の
で
同
論
文
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（
8
）
　
ハ
ワ
ー
ド
・
ド
ク
ト
リ
ン
に
つ
い
て
は
、
竹
田
い
さ
み
（
二
〇
〇
〇
b
）
お
よ
び
匡
凶
『
R
（
N
O
。
一
）
を
参
照
。
ハ
ワ
ー
ド
・
ド
ク

　
ト
リ
ン
と
い
う
言
葉
を
使
用
し
た
の
は
、
雑
誌
『
ブ
レ
テ
ィ
ン
』
誌
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
り
、
ハ
ワ
ー
ド
首
相
自
身
が
い
い
だ
し
た

　
わ
け
で
は
な
い
ら
し
い
。
問
題
の
雑
誌
記
事
は
ハ
ワ
ー
ド
首
相
と
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
（
田
自
3
色
ざ
お
8
）
。

（
9
）
　
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
ボ
ー
ト
ピ
ー
プ
ル
と
ハ
ワ
ー
ド
政
権
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
冒
薯
（
8
9
）
お
よ
び
匡
胃
8
（
8
2
）
を
参
照
。

（
1
0
）
　
ゴ
ル
ド
ワ
ー
ジ
ー
（
O
o
匡
≦
自
浮
ざ
8
2
）
は
、
ハ
ワ
ー
ド
政
権
の
外
交
姿
勢
に
大
き
な
影
響
を
あ
た
え
た
要
因
と
し
て
、
以
上

　
の
他
に
ス
ハ
ル
ト
政
権
の
崩
壊
も
重
要
な
要
因
と
す
る
が
、
こ
れ
は
東
南
ア
ジ
ア
経
済
危
機
の
結
果
で
も
あ
る
の
で
二
つ
に
集
約
し
て
よ

　
い
だ
ろ
う
。

（
n
）
　
ハ
ン
ソ
ン
論
争
に
つ
い
っ
て
は
、
拙
稿
（
一
九
九
九
）
で
詳
し
く
扱
っ
て
い
る
が
、
さ
ら
に
詳
し
く
は
9
2
　
き
α
　
ゑ
一
艮
R

　
（
一
〇
雪
）
お
よ
び
蜜
き
羅
（
一
〇
〇
。
。
）
な
ど
を
参
照
し
て
ほ
し
い
。
ワ
ン
・
ネ
イ
シ
ョ
ン
党
の
支
持
者
に
関
し
て
は
、
O
o
9
（
一
8
0
。
）
お
よ

び
の
轟
日
磐
α
ω
o
お
霧
窪
（
8
0
0
）
を
参
照
。
な
お
、
マ
ボ
判
決
と
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
大
陸
は
所
有
者
の
い
な
い
無
主
知
（
テ
ラ

　
ヌ
リ
ウ
ス
）
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
入
植
に
際
し
て
先
住
民
で
あ
る
ア
ボ
リ
ジ
ニ
と
は
条
約
を
結
ん
で
土
地
を
取
得
す
る
か
わ
り
に
、
補

償
す
る
と
い
う
手
続
き
を
経
ず
に
開
拓
が
進
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
に
対
し
、
土
地
権
回
復
を
主
張
す
る
先
住
民
、
こ
の
場
合
は
ト
レ
ス
諸

島
人
で
あ
る
マ
ボ
氏
が
起
こ
し
た
、
土
地
返
還
訴
訟
に
対
す
る
連
邦
最
高
裁
に
よ
る
判
決
を
さ
す
。
判
決
で
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
大
陸

　
は
先
住
民
族
の
土
地
で
あ
り
無
主
地
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
補
償
も
せ
ず
に
今
後
土
地
を
占
有
す
る
こ
と
は
一
九
七
五
年
の
連
邦
人
種
差

別
禁
止
法
に
抵
触
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
一
九
七
五
年
以
降
に
買
収
し
た
り
借
地
し
た
土
地
を
返
還
す
る
か
、
さ
も
な
く
ば
補
償
せ
よ
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と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
一
九
九
二
年
六
月
の
マ
ボ
判
決
を
重
く
受
け
止
め
た
連
邦
労
働
党
政
権
は
、
一
九
九
三
年
に
先
住
民
の
も

　
つ
伝
統
的
土
地
使
用
権
を
認
め
る
土
地
権
原
法
を
成
立
さ
せ
、
土
地
返
還
と
補
償
額
を
認
定
す
る
た
め
の
先
住
権
原
審
判
所
を
設
置
し
、

郊
外
の
農
場
・
牧
場
所
有
者
や
鉱
山
開
発
企
業
に
大
き
な
不
安
を
あ
た
え
た
。
マ
ボ
判
決
に
つ
い
て
は
、
細
川
弘
明
（
一
九
九
七
）
を
参

照
の
こ
と
。
同
書
の
末
尾
に
は
、
マ
ボ
判
決
の
抜
粋
が
添
付
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
わ
せ
て
参
照
願
い
た
い
。

（
12
）
　
七
〇
年
代
後
半
か
ら
一
九
九
〇
年
代
ま
で
の
ア
ジ
ア
系
移
民
の
動
き
に
つ
い
て
は
、
鼠
葛
霊
二
旨
き
α
内
8
勺
o
畠
o
罐
ス
ピ
8
）
、

　
ま
た
、
ブ
レ
イ
ニ
ー
、
ハ
ワ
ー
ド
、
ハ
ン
ソ
ン
論
争
の
歴
史
的
比
較
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
困
o
匹
9
ω
（
お
鶏
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
1
3
）
　
一
九
九
九
年
の
包
括
的
多
文
化
主
義
報
告
書
（
Z
匡
＞
ρ
一
8
0
）
の
特
質
と
、
ハ
ワ
ー
ド
政
権
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
関
根
政
美

　
（
二
〇
〇
二
）
に
て
論
じ
た
の
で
参
照
し
て
ほ
し
い
。

（
1
4
）
　
な
お
、
ネ
オ
コ
ン
に
つ
い
て
の
解
説
書
は
多
い
が
、
本
稿
で
は
、
田
原
牧
（
二
〇
〇
三
）
を
参
照
し
た
。

（
1
5
）
　
キ
ー
テ
ィ
ン
グ
政
権
下
と
ハ
ワ
ー
ド
政
権
下
に
お
け
る
、
文
化
、
経
済
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
国
民
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
国
民
史
観
の

　
対
比
を
し
つ
つ
、
今
日
の
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
文
化
戦
争
状
況
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
し
て
、
O
巽
o
一
と
げ
霧
○
巣
8
0
0
）
を
挙

　
げ
て
お
く
。
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細
川
弘
明
（
一
九
九
七
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「
マ
ボ
判
決
か
ら
ウ
ィ
ッ
ク
論
争
へ
」
西
川
長
男
／
渡
辺
公
三
／
ガ
バ
ン
・
マ
コ
ー
マ
ッ
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